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午前１０時開会

堀田事務局長
只今より、矢部・清和・蘇陽合併推進協議会第５回会議を開会いたします。事務局の堀田でございます。よろしくお願い申し上げます。

　本日の会議は、委員の皆様１５名全員出席でございまして、会議は有効に成立しておりますことを報告いたします。

　まず、甲斐会長からごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いします。

甲斐会長

皆さん、おはようございます。第５回の任意協の会議でございますが、今、県下の合併問題推進は進んではおりますものの、場合によってはそれにきてあたふたそういった例があって、住民の皆さんもここに来まして、関心が高まっていると思っております。

　最近は、矢部町の場合はアンケート調査をしてなかったということで、矢部町の気持ちを、住民の気持ちを把握しながら、皆さんの方に報告して、ある一方、私の方も議会の方に特別委員会の方にそういったものを報告しながら、大方、矢部町の方向性というのは、議会の方と私の方もかたまったところであります。このことについては、清和村長それから蘇陽町長の方にも報告してきたところでありますが、その中で場合によっては少し踏み込んだ論議が必要ではないかというふうな御意見もありますので、そういったことについては、今日の議題のその他の今後の取り組みについてということで、これについてはゆっくり時間をとっております。ここらあたりについては、ぜひ御協力をいただきながら、ここで踏み込んだ議論をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

　したがいまして、協議１２号合併推進協議会の決算報告について、それから電算システムに係る経過報告等については、これも電算システムについては、ほかの例でも人吉・相良合併協議会の例では、電算のシステムの移行についていろいろ論議があり、そのことによって、相良村の法定協議会離脱とか、そのあたりの話がありますので、このあたりについては、お集まりいただいた皆さんにいま少し詳しく説明申し上げながら、電算システムがどこにおいてもそうですが、いろいろ時間的なリミットという形でのお話のみが進んでおりまして、そのことによって議論が出てきている部分がありますので、このあたりについては、説明も詳しく申し上げながら、御意見を賜ってまいりたいということであります。

それから、今後の取り組みについては、ただいま申し上げましたが、論議を踏まえた形で、なお一方タイムリミットが３月３１日ということで、法律は次の国会の方に、言うなれば市町村では廃置分合の議決が出来ていれば、年度を越してもという話が今出ておりますが、いずれにしても国の法律ができなければいけないということでありますので、このあたりについては、目標どおり、まずは慌ただしい協議会ですが、それに向かって頑張ってまいりたいと思っております。

　もとより３ヶ町村合併については、私の方としては地形的に外輪山の外であると、それからまず、ただ合併ありきでなくて、農山村の農業の経営形態を期待しているところでありまして、私は例えば、農家の皆さんの出荷コスト等についても、一緒であればいろいろと編み出せるものではないか、そのあたりについてもメリットを考えているところであります。

　もちろん農協も違います。経済団体、森林組合も違いますが、このあたりについては、これは我々が行政を預かるものとして、地域の住民のことを一緒になれば、当然そのあたりのことを考えて、次には考えていく、それがやっぱり合併ではないかと考えております。

　このあたりについては、私の方が農協の合併、それからエリアが違うサイクルを取り扱う合併については、所管が違うという御意見もありますが、しかし、これは我々がやっぱり町村を預かる経営責任者としては、そのあたりも越えて頑張っていき、住民の皆さんのしこりも考えていく、このあたりも必要ではないかという合併論議であろうと思っているところでありますので、最後の方でも強調しておりますが、合併の問題については今の時代に我々が将来を見据えて判断する、決断する必要がありますので、これは責任を持ちながら、そして必ず道を開いてそれを合併後も頑張っていく、その姿勢が必要ではないかと思っております。

　ちょっと余談になりますが、矢部町の場合で過去６ヶ町村、合併エリアという意味では見やすいと思っていたのですが、真ん中に庁舎があって１２本の県道、国道が２本あります。順調にいわゆる大観というのは、追従して引き継いでこられたと思っていますが、これは先輩の皆さんのことを言うわけにはいきませんが、その中で私はやっぱり道路網が、矢部の場合には県道の整備がおくれていたように思います。このあたりが先ほど言いましたように合併後、合併の姿、新しい新町計画については、立てたならばそれを確実に実行していく、我々の時代かあるいは次の時代か、矢部の人たちが同じ気持ちで町を築いていく気持ちが必要であろうと、かねて思っているところであります。

　まずは、我々は今の時代どう考えていくか、責任者として必要であると思っているところであります。

　若干、多弁になりましたが、よろしくお願い申し上げまして、あいさつを終わりたいと思います。お集まりいただきましてありがとうございました。

堀田事務局長　　 

次に、顧問でございます上益城振興局長に御挨拶をお願いいたします。

興梠上益城地域振興局長　　　　 

おはようございます。この３ヶ町村の合併問題につきましては、これまで、今日が５回目の議事という形になっておりますけれども、これまでビジョンづくり等もなされまして、それぞれの町村でそれに基づく説明等々がなされて、合併に対する気運はかなり広まっているのではないかなと思っております。

　また、皆さん方におかれましては、合併の必要性そのものについては、もう十分認識されておるところでございますけれども、８月の１９日だったですか、本庁の方からも推進室長を向かえて勉強会もしていただきました。また９月５日の日には、県立劇場の方で大いに研鑚、あるいは総務省の方の合併推進課長もお招きしてセミナーもございまして、さらに認識を深められたのではないかなというふうに思っております。

　そういう中で、今現在全国で２,０００を超える市町村が、こういう形での協議会に参加されておりまして、法定協議会に移行している部分だけでも１,５００を超える部分の数になっておるような状況でございます。町村合併を実現するためには、それぞれでの町村でもいろいろな問題等あるのはもう事実でございますけれども、やはり大願成就するという形になりますと、やっぱりそれぞれの町村が意見を出し合って、けんけんがくがく議論も必要ですけれども、最終的には、やはりそれぞれの町村が若干お互いに歩み寄って、大人の証を実現して大願成就するというような形になっていただく必要があろうとかと思いますので、ぜひとも県内あちこちでもいろいろな議論もあっております。皆さん方も新聞等で御承知のとおりかと思いますけれども、それぞれの案件につきまして、いろいろ議論されておりますけれども、やはり自分のところだけはというようなことで我を通すだけというような形のところが、やっぱり最終段階で我を通すというような形のところで、そういう悪い状況になっているような状況だそうです。

　それぞれの町村が、やはり最終的には自分のところだけじゃなくて、相手の立場も理解しながら、お互いに歩み寄るというような精神が若干欠けているのではないかなというふうに感じているような状況でございます。

　そういう意味におきまして、ぜひともこの３ヶ町村の合併の問題につきましても実現できますように、皆さん方の御努力をぜひともお願い申し上げまして、冒頭におきますあいさつにかえさせていただきます。本日はどうも御苦労でございます。

堀田事務局長　　 

ありがとうございました。

　ここで、委嘱状の交付を行いたいと思います。実は７月の蘇陽町の臨時議会におきまして、副議長が新たに選任されたところでございまして、それに伴いまして、当協議会委員も交代いたしましたことから行うものでございます。

　御紹介をいたします。蘇陽町議会副議長後藤冠様でございます。

甲斐会長　　　　

委嘱状、後藤冠様。矢部・清和・蘇陽合併推進協議会委員を委嘱します。平成１５年７月２８日、矢部・清和・蘇陽合併推進協議会会長甲斐利幸。よろしくお願いします。

堀田事務局長　　

  早速、議事に入りたいと思います。

　その前に、配付しております資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、本日第５回会議次第、次に平成１４年度の歳入歳出決算書、それから資料１といたしまして、決算に伴います成果説明書、資料２といたしまして、電算システム等にかかる経過報告、それから１枚紙で今後の取り組みについてということで配付しておりますが、不足の方ございませんでしょうか。

　それでは、早速議題に入りたいと思います。規約第８条によりまして、会長が会の議長となるとなっておりますので、これからの議事進行は会長にお願いをいたします。よろしくお願いします。

甲斐会長  

それでは、しばらくの間、議長の責めを負いたいと思います。御協力のほどお願い申し上げます。

　それでは、まずは協議事項の第１でありますが、第１２号でありますが、これは平成１４年度合併推進協議会の決算についてでございます。これについて、事務局の方から説明をお願いいたします。

堀田事務局長　　 

協議第１２号平成１４年度合併推進協議会決算の承認についてでございますが、本協議会財務規定第９条第１項により、会長が会計終了後遅滞なく協議会の決算を作成し、協議会の承認を得るとなっておりますので、それによるところでございます。

　１４年度協議会歳入歳出決算書の方をお開きいただきたいと思います。

　まず、１ページをお開きいただきたいと思います。歳入総額６００万２円、歳出総額４１７万６,２８４円、差し引き残額１８２万３,７１８円でございます。歳入につきましては、それぞれ町村から２００万ずつをいただいております。歳入の諸収入につきましては、２円の預金利子が入っておりまして、合計の６００万２円ということであります。

　３ページの歳出につきましては、総務管理費が４１７万６,２８４円の支出済みでありまして、予備費はございません。事項の明細書につきましては、そこに記載しているとおりでありますので、後でごらんいただきたいと思います。

　８ページ、実質収支に関する調書でございますが、歳入総額６００万２円、歳出総額４１７万６,２８４円、差し引き１８２万３,７１８円であります。この残額につきましては、均等に３町村に後日払い戻すという形で処理をさせていただきたいというふうに思っております。

　次に、平成１４年度財産に関する調書でありますが、１１ページでございます。

　本件につきましては、１件１０万円以上を備品といたしまして、ここに掲載をしております。これは、事務用の備品が主でございまして、ごらんのとおりであります。ほかはございません。

　この監査におきましては、その次のページに本年５月の２２日に監査委員であります清和村収入役福田様、それから蘇陽町収入役倉岡様から監査を受けたところでございます。

　次に、資料といたしまして平成１４年度の成果説明書がございます。これは、各町村が決算書とともにその年度の成果を説明する資料として添付しているわけでございますが、本協議会におきましても、１４年度のそれぞれの主な出来事を各款項に従いまして文書にあらわし歳出明細をしているところであります。これにつきましても、後でごらんいただきたいというふうに思っているところであります。

　以上、説明を終わります。

甲斐会長

  普通の会計では、監査２人、先ほど報告がありましたように福田さんと倉岡収入役、両収入役に監査委員になってもらっておりますが、この最後の決算書の例の中を証によってかえるというか、そのあたりのようでございますが、したがいまして、連絡出席してもらってないので、ここに直筆、自署捺印がしてございます。決算の適正なものを認めるということでございます。５月２２日にしていただいております。本来であれば、そういうことだと思います。これちょっと説明してもらいますか。

堀田事務局長

  本監査報告書につきましては、本人、監査委員様方に通常ですと議場で報告いただいているところでございますが、本協議会におきます財務規則、規約上に会長へ報告となっていますので、今回、このような形での報告書の写しを添付させていただいたところであります。

甲斐会長 

そういうことでございます。改めて、この報告についての御意見をいただきたいと思います。

　最後１８２万３,７１８円については、負担割合に応じて還付するということでございますが、この協議会の成果表、２番目にあります成果表、単年度のそれぞれの年で示していった方がいいということでありますようですので、そういった先ほどの説明でございます。割合は均等、３ヶ町村均等で還付するということでございます。御理解をいただきたいと思います。

　異議がないということでございますが、いかがでございますか。

　改めてお諮り申し上げます。平成１４年度の矢部・清和・蘇陽合併推進協議会の歳入歳出決算の報告については、御異議ございませんか、お尋ね申し上げます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 ありがとうございました。御異議もないようでございますので、これについては原案どおり承認決定されました。

　それでは、次にその他の項に入ってまいりますが、まず、電算システムにかかる経過報告についてでございます。

　これについては、私もあいさつの中で申し上げましたように、もうちょっと詳しく説明しながら、合併推進協議会の方へ、電算システムというのはタイムリミット、仕事の内容等で先に出てまいります。このあたりについてが、事務的なもので論議を早急にタイムリミットに縛られるということは、さまざまな御意見もあったりしますので、このあたりでそのあたりも含めて事務局の方から説明いただきたいと思います。それでは。

事務局（藤原）　　

  おはようございます。事務局の藤原でございます。電算システムの統合にかかる経過報告をさせていただきます。今日の資料の２をお開きいただきたいと思います。

　電算システムの統合につきましては、前回第４回の合併推進協議会におきまして、業者の選定とか基本的な作業が莫大な量になるということで、金銭的な金額のかからない部分まで作業を進めていただくことを御了承いただいたところであります。それ以後の経過につきまして、御報告をさせていただきたいと思います。

　まず、６月１３日の日に熊本県情報企画課におきまして、電算分科会の７名と事務局２名で電算統合につきまして研修を行っております。その後、第１回の作業で業者選定選考会、２４日に代表者の協議会を開催しております。ここにこの会議におきまして業者の選定方法、推進会議で了承をいただいておりますが、流れを少し申し上げますと、資料にはございませんけれども、一番末端の組織として業者選定作業部会というのを、電算分科会の９名で組織をする。その後、各町村の３名の課長さんが入っておられます選定委員会というのを組織しております。その後の幹事会、町村長に諮りながら、最終的には協議会に報告するという組織体になっております。

　６月３０日の第２回の業者選定作業委員会から、８月３日の５回の選定作業委員会におきましては、提案書を業者の方から提出いただいておりますが、それの慎重検討を行っております。８月８日の日に県内市町村の納入実績のある１２の業者の方へ仕様書と意思確認書の交付を行っております。８月１５日に意思確認書をいただきまして、５社から確認書の表明が来ております。これにつきましては、裏のページを見ていただくとおわかりいただけますが、提案書、意思表明書を送付いたしました１２の業者がごらんの業者になります。一番右端に意思表明という欄をつくっておりますが、この資料の左の方に参加というところが５社ございますが、最終的に上から３番目のＴＫＣ栃木計算センターにつきましては、後日、辞退の申し出があっております。下から２番目の東芝九州支社につきましても、当初参加の意思表示でございましたけれども、辞退の申し出があっております。最終的には、上から申し上げますと、日立情報システムズ九州支社とＲＫＫコンピューターサービス、熊本県町村会、この３社が参加の意思表明が出ているところであります。

　また、前のページに戻っていただきまして、２９日の日に今申し上げました３社より企画提案書の提出がされたと。それを受けまして、９月１日に第６回の業者選定専門部会を開催しまして、各町村に提案書を配付しております。

　現在、この提案書につきまして、提案書自体も莫大な量になっておりますので、中を審査していただいているところでございます。

　今後の予定につきましてですけれども、あす９月１１日に第１回の業者選定委員会を開催することにしております。この中では、今申し上げました経過報告とそれぞれ提案がありました提案書についての評価方法、その後、提案説明会、デモンストレーション等を計画しておりますので、そういった評価方法について検討いただく予定にしております。

　一応１０月上旬には３社によります提案説明会を開催する予定にしておりますが、以後、デモンストレーションや選定委員会等を開催しながら、最終的な業者の選定に移っていきたいというふうに思っております。

　以上です。

甲斐会長

  これについては、私の方も冒頭あいさつの中でも申し上げましたように、我々も、もうクリアしております。どうも合併の論議と違って、機械に振り回されている嫌いもあってと言う気がいたしておりますが、それはそれとして、今の時代に非常に計算のスピーディー等で、住民の皆さんの信頼も得ているという点で、それぞれの町村もそういった形でやっておられると思っております。

　したがいまして、システム構築のために時間がかかるということで、このあたりが前面に出てしまっていますが、中には御意見もあると思っておりますので意見も伺いながら、この経過報告を踏まえた形での今後の予定、このあたりも含めて御意見を賜りたいと思います。

兼瀬清和村長　　　　 

合併を進めることには少しも異論はないんですが、私がちょっと矢部町長に、事務の方が先に進んでしまうのはいかがなものかと言いましたものですから、こちらに振られたんだろうと思いますが、電算があるからやらなければいかんと。それをやるのはやるんだけれども、内容が全然話を今まで進めてないのに、事務の形式だけが進むというのはどういうことかということを、私が申し上げましたもんですから、こちらに振られたんだろうと思います。このような、どうなんだろうかと思っています。

　だから、私は合併するということをずっと決めいって、いろんなことが決まって、例えば、税金でも国保税とかそういうのがあるわけですね、いろいろ、住民税でもそうなんですが、差がありまして、そのことをまず決めていかないと、統合してシステムをつくろうと思ったって、それが決まらなければどうにもならんだろうと私は思っておりまして、そういうのはもう決めずに、どんどん電算の仕事だけ進むのかなと、ちょっと疑問ですが、このあたりはどうなんでしょう。私は、合併が進んで終わってからで十分間に合やせんかなと思いますが。

甲斐会長  

さきほどちょっと会の始まる前に清和村長の御意見もいただいたわけですが、今の御意見は、例えば、合併した後、税制制度、条例、町税、交付税制度、３ヶ町村それぞれ違うと思います。基本的には町民税、村民税は変わりませんが、均等割で違う。所得があってそれに税率を掛ける、税率もこれも変わらないと思っております。それと、国保税は御承知だと思いますが、これは計算を打ち出す際に、課税所得までは変わらないと思います。ところが、その後はやはり所得割、平等割、均等割、これが違います。それから、令書も違います。それぞれ違うと思います。それから、矢部町の場合には、納期は１０回に分割分納です。ほかは多分４回、国保税も住民税も４回。

　そういうことで、合併した後、それを考えて目標で改善してはどうか、すり合せをしてはどうかと、時間がないのであればという、そういう話をやりとりしたところであります。

　その際に、これについて一つ問題があるのは、合併しましたときに言うならば同じ町民、これは同じ町民になっていくわけですが、その際に、旧の行政の町村単位で支出金が違っていいのかどうか、このあたりが了解ということであれば、そのあたりも可能ではないかということで、条例で言えば例えば経過措置の条例、そのあたり、それから、法制はそのあたりはちょっと厳しくなるかと思いますが、そのあたりを含めた上での御意見、論議も必要ではないかと思っておりますので、清和村長はそういう意見でございました。

　だから、電算機が行程としてはかなりございますので、タイムリミットからすると、このあたりがほかの町村の例でも、このあたりがデメリットとして出てしまっている部分があります。

　清和村長の方では、電算問題についてそういう御意見がありました。委員の皆さんの御意見をちょっといただきたいと思います。

興梠上益城地域振興局長　　　　　 

その前に、今、清和村長が疑問を持っておられたのは、合併がスタートするときに、電算システムが３本でもう一緒になっていないといけないのかなというような若干疑問を持っておられるというような形かと思います。そういう意味で、事務局の方から、合併が実現してスタートするときに、電算システムも一緒になってスタートする必要があるというようなことを、ちょっと事務局の方から詳しく説明してやらないと、委員の皆様方も、その辺が何でそうならなければならいのかなという、電算システムがばらばらだと、今、３町村でなされとるシステムがそのまま作動しても、合併がスタートすれば、支障があるとかというような話になると、同時スタートをしなければいけないと言うようなことになるかと思いますけれども、その辺をやっぱ事務局からもうちょっと詳しく説明した方がいいのかなと。

兼瀬清和村長　　　　 

電算そのものの導入というのは、私は疑問を持っているんです。というのは、例えば税金とかそんなのは一つのところですればいいじゃないですか。矢部なら矢部の電算使って。そして、あと出張命令とかそういう予算差し引きとかいうのは、すべて各町村でやっているわけだから、それを使って立ち上げていけばいいわけですので、何か一部分的なことをきちんと事務を共通なところだけをある一つの町村でやれば、そんなに急いで決める必要はないだろうというふうに私は思っているんです。どうでもいかんならばですね。

事務局（藤原） 

確かにおっしゃるとおり、今、各町村でやっているいろいろな業務を統合して急がないと合併ができないかということではないと思いますから。ただ、当然合併までに電算システム等を統合しておく、システムを統合しておく共通義務というのは当然あるわけでありまして、例えば、住民票ですとかいろんな各種証明を統合施設に１ヶ所で交付するとなれば、例えば、矢部で証明書とかを交付する業務を矢部だけにするということになれば、清和村の住民の方は、わざわざ来て証明書を受けなければいけないとか、あと業務の予算関係も統一しておかなければ、予算差し引きも１ヶ所でしかできないと、例えば予算関係を清和のシステムでやれば、矢部、蘇陽の予算支出がなかなか事務的に手間取ってしまいます。

兼瀬清和村長　　　　

いやいや、そういう意味じゃないのよ。予算を、例えば予算差し引きをそれぞれの町村でやればいい。その人の分は送れるでしょう。お互いに研究すれば。そうすると、住民票はそれぞれもう支所とか何かしたときにはそれじゃ取れないんですか。今でも取れるじゃないですか。全国的に取れるでしょう。何で電算システムしないと、矢部でしか取れないんですか。

　じゃ、清和の人は清和の支所に行きますよね。支所になるかどうかわからんけど、本所になったら本所でもいい。わざわざ矢部町まで行って取る。

　だから、こういう技術的なことはとりあえず別にしましても、私は根本は電算システムが合併の論議が進むよりも先に進んでしまうというのが、いわゆる事務方で進んでしまうというのが、ちょっと問題じゃないかと。私たちは、ここの中でまず合併をどうするかということをしっかり話さにゃいかんのにと思っております。それだけです。

後藤蘇陽町長　　　　 

今日、会議そのものが１４年度の３町村の任協に対する一般予算２００万ずつ６００万の決算承認をうけて、１８０数万円の繰り越しがあるので町村に返すというのが先ほど通りましたね。じゃ、これからその３町村で何に向かうかというのは充分皆さん方、１５年度９月、３町村定例議会でありますけれども、次の段階は法定協、いよいよ法定協に向かう予算を受けなければ、この任協の事務はないと思います。

　だから、そのことを柱と電算システム、あるいはそういうものを含めて、この協議会で掘り下げて論議をして進めていかんと、私はその段階でシステムの作動の必要性もわかるとしながらも、柱の軸をきちんとして論議していかなければ、この協議会が形だけで物事を論議していたんでは前進せず、じゃ、いつ法定協を立ち上げられますか。来年ですか、今年中ですかということの趣旨説明が、住民により早く伝わって情報を伝えてくるということからも大事じゃないかなというふうに思いますが、やはり趣旨は十分わかります。

　ですから、事務的に論議が表に出るんじゃなくして、我々がその合併に対して、今、任協のほとんど作業の見通しはついたんじゃないかなと思っております。また、予算なくして事務の協議会の仕事として職員の仕事であるのでございますので、やはり法定協に進む、いろんな中での予算を一部立ち上げていくか。それまでにはどれだけのこの協議会の各町村の法定協を立ち上げる中での作業を論議しているかということも含めて、検討されたらどうなのかというふうに私は思いますけど、いかがですか。

甲斐会長

 　今、御意見もいただきましたが、さっきの質問の中には、合併後でも電算機の導入、電算システムの統一は可能ではないかという御意見。だから、その前に電算を合併にあわせて作業を進めること自体よりも、もっと大事なことを論議したいということだろうと思います。

　それで、合併後も今のシステムを同じ町になった後でも、三つのシステムで施行、実施できるかどうかの見方でしょう。そういうことですので、これについてちょっと、委員の皆さんもここらあたりについては疑問をお持ちだと思います。

　ということは、まず町民税、村民税はまず可能なんです、基本的には。課税所得がでてきました後は、今度は変わるとすれば均等割だけ、これはおわかりだと思います。国民健康保険税、システムが例えばの話です。国民健康保険税は、先ほど言いましたように課税所得と課税標準額までは変わりません。どこにいても変わりません。その後、いろいろ均等割、所得割、資産割、ほかの町村がどういった、うちの場合は法律でいう四つの課税税率の積算をやりますので、均等割、平等割、それから資産割、それから所得割ですね。ほかの町村はどうですか。

　そういうことでありますが、それを合併後も２年間経過措置でできるかどうか、同じ町民でありながら、旧町村単位でできるかどうか。できるとすれば、そのあたりは遅れてもいいのではないか、タイムリミットにこだわらなくてもいいのではないかということで、そういう御意見だと思うんです。

　だから、変わるのについてはどうですか。これは法律とか条例の問題、条例ができないと私は経過措置というのは措置ができると思っています。

兼瀬清和村長　　　　 

ちょっとごめんなさい。どうも私と矢部町長ばっかりでやりあってばかりいるといかんですけど済いません。後藤町長さん、さっきのお話のとおりにいかなきゃいけないと思っているんですが、合併後にするとか、そういうお話も一つあるんですが、現在のシステムをそのまま使って分担をして立ち上げていけば、わざわざ導入せんでもいいのではないかということも、私考えているんですが、何もわざわざ三つ、各町村に立派なコンピューターがあるんです。システムがあるんです。それをお互いに利用しながら、どう考えてもできんのか。わざわざ何億ですかね、これ。何億も入れてせにゃいかんかな。それは私の知識不足だろうとは思うんですけど、知識不足はわかるんですが、技術的にやろうと思えばできるような気が私はしているんです。

飯開和雄委員（矢部町） 

いわゆる電算システムにかかわることについて、今、論議高まっているわけでございますけれども、先ほど後藤町長さんの方からも述べられたように、この任意協議会５回ここまで進めてきたわけでございます。これを一段ステップを上がるかどうかという瀬戸際だろうと私は思うわけでございます。そこら辺の論議を、その他の事項で少々時間を持って論議を進めてもらいたいというようなごあいさつもあったわけでございます。

　当然、今、兼瀬村長さんの方からもそういった矛盾点が述べられておるわけでございますけれども、基本的には我々が３町で本当にこの法定協議会を立ち上げながら、一緒になっていくぞという枠組みができて意思の確認ができれば、私はおのずとこの電算システムも後からついてこなければならない問題であろうと思いますので、こういうことが成功することによって少しそういった論議も出てくるだろと思います。

　事務方は、もちろんやきもきする中でそのことを先行されて承諾をいただきたいという気持ちもわからんではないわけでございますけれども、私は、やっぱり今日は、せっかくの機会でございます。そのことを踏まえながら、その他のことで少し変更させながら、一段次に進めるのかどうかという論議、そういったおのおの議員さん方もあろうと思いますので、そこら辺でもう少し論議をさせていただくならと思うわけでございます。

甲斐会長  

平川議員さん。

平川竜委員（清和村）

今、お伺いしたときちょっとあれでしたけれども、今までの協議会ではすごく抽象論ばかり言ってきていますが、今日はいきなり壊れはしないかと、ちょっと思いましたが、電算システムは確かに一遍論議せにゃいかん性質のものでありますので、要するにこれは新町村建設計画の第３項目の公共的施設の統合に関する事項でありますね。　　　

　ですから、まずこれは第２回の協議会でも建設計画の骨子の作成は任意協議会でやるべき、順序正しくやっぱりすべきであって、いきなり細かいところに踏み込まれて国保とか何とか言われたって、これはやっぱりその手前の方から、この建設計画にのっとって、そこから大きいところから踏み込んでいくべき問題じゃないですか。

　でないと、ちょっと何かわかりません。だから、これも文言もお伺いしてみますと、新設合併に支出の原資が困難であれば、旧町村ごとの最大限に発揮できるようすり合わせを調整。旧町村単位で予算及び執行権も如何なものかと、そういうような、だから法定協も確かにしなきゃいかんと思うんですけど、どういうような合併方式にするかということ、基本的根幹をちょっと考えたらいかがですか。

でないと、いきなり細かいところの迷路に入ってしまったら、わけがわからん。だから、まず面倒くさいですけれども、任意協議会で建設計画のどこまで踏み込んで問いただして行くかということから、できたら入り込んでいただきたいとこう思います。

　念のために申し上げ御存事と思いますが、税の方は不均一課税が認められ、第１０条ですか。だから、そういう課税というのは、先ほど兼瀬村長が言われたように、国保とかいろいろな保険料の関係でも含まれると思います。やっぱりこの建設計画の変更は、町村議会の議決によって変更することができるとありますので、やっぱり議会もやっぱ最終的な判断が左右されますので、これも加味してちょっと手前の入り口からお願いします。

甲斐会長

  ただいまの件については、やっぱり私の方でも幾つかの例が電算システムということで壊れていった例がありますので、基本的にはこのあたりも総枠での論議と同時に、このあたりについては経過報告ということで設けたところでございます。

　それから、電算について、例えば、税のシステムを入れとったわけでありますから、ここらあたりについては最終的には答弁させたいと思いますが、いわゆる、合併後も従前のシステムをそのまま実行できるかどうか。これはやっぱりこの後の取り組みについても非常に大事な問題ですので、あわせてただいまの件については事務局の方から答弁させたいと思っております。　　

堀田事務局長

  今日の電算関係の報告につきましては、先般５月２６日に事務的な作業を進めることの了解を得たうえで、今日までこういう取り組みをしてきましたということであります。その辺は御理解をいただきたいと思うところであります。

　ただ、電算システムの必要性につきましては、やはり新しい町ができたときに、それぞれ今、三つ役場がありますが、そこで違う行政システムでやっておりますと、それぞれ住民が支所なり本所なり、あるいはそういう役場に来たときに、全然できなくなるという可能性が多いのも、また事実であります。

　矢部の今の事務所と清和村、蘇陽町というふうなところにつながなければいけない。清和村と蘇陽町におきましてはＲＫＫコンピュータシステムというシステムを使っている。矢部町におきましては、町村会のシステムを使っております。中の基本的な部分が全然違いますので、その辺がどうにも連動したときに動きません。

　そこで、あるいは町村会のシステムに統一する。あるいはＲＫＫのシステムに統一するということであれば、別に何でもありません。これはＲＫＫにする場合でありますと、全部ＲＫＫに統一すれば、同じシステムでつながることができますので、そうなりますと、住民がどこにいても同じ条件で選ぶことができます。

　ところが、今の状態ではシステムが全く違いますので、つなげることができないという状況であります。又、ネットワークとして清和村と蘇陽町におきましては、それぞれ各公共施設を役場と光で結んであるそうでございます。それぞれの箇所とつないでいくときに、いろいろ申しましたとおり、システムが違うとそれができないということでありますので、その辺は大前提としてお考えいただきたいというふうに思っているところであります。

　以上、終わります。

芹口昭男委員（清和村） 

蘇陽町はどこ。

後藤蘇陽町長　　　　

  うちですか。うちはＲＫＫコンピューターでございましたけれども、さきの幹事会で、ＬＧＷＡＮ、光ファイバーも町村に入ってきておりますから、光ファイバーでＬＧＷＡＮをつないで、県や国に町村の住民サービスのキットを頭からしたときには、そのシステムそのものは３町村が統一した方が、ソフト関係とかメリットがあるわけですね。それぞれの違うあれじゃなくして統一したことをやるから、その論議は私はいいんですが、そのシステムによってこの合併の本質の論議をしておったんじゃいけないと、先ほど平川議員さんや矢部の議員さんがおっしゃるように、合併の論議そのものは、やはり今後の取り組みについて十分論議した上で、やっぱし方向性は見出していかにゃならんと思います。

　そのことが出ずに、情報システムだけのことが論議して進んでいったものですから、事務局サイドということになったのじゃないかなと思いますが、それは幹事会あたりでも情報の話が出ておりましたので、私としては町村会で統一しましょうと。町村会がそういうシステムをするわけですから、民間レベルサイドじゃなくして、町村会で矢部と同じ町村会で合わせたシステムで立ち上げしましょうということは、幹事会でありましたので、その了解をしたところでございました。

兼瀬清和村長　　　

だから、さっきおっしゃるように、後藤町長がおっしゃるように、私が言いたいのは、飯開議員さんとか平川議員さんがおっしゃったようなことなんです。まず、根幹から話をせにゃいかんのじゃないか。全然今まで任意協で話もほとんど出てないでしょう、具体的なのが突然出てきたとおっしゃるように、全然出てない。抽象論だけやって、そして電算のことだけが先に進んで、さあどうだとせかれてもどうにもならんじゃないかと。

　電算だって任意協で骨格等、ある程度のさっきおっしゃった、矢部町長がおっしゃったようなすり合わせをきちんとせんと、入れることもできんだろうと思います。だから、どうも事務的なことばっかりが進んで、この任意協の話が全然ないじゃないかということを申し上げているわけです。

　私は技術的なことは、いろんなことで可能性あると思っています。

甲斐会長 

電算システムにかかる経過報告については、１項目わざわざ設けたことは、私の方でも県下の情勢の中で心配しましたので設けたところでありますので、経過報告については、これはもうよしとしていただきたいと思います。

　ただ、今後の取り組みの中でも、このことはやはりちょっと踏み込んでいかないと、やっぱり例えば相良の話あたりもありますので…。

　したがいまして、総和討議の中でこのあたりはやっぱり我々だってそうですが、何かあたふたと合併していいのかという、そのあたりの御意見と思いますので、システムにかかる経過報告についてと今後の取り組みについては、御理解をいただきたいと思いますが、ただ、２点目に機種選定等がございますので、このあたりについては次の段階、この後の取り組みの中では、やっぱりもうちょっと踏み込んでいかないと、必要があると思います。

　その中で清和村長が言われましたように、私の方でそれをいま一度、それじゃなくて復唱しますが、新しい町になって三つの制度でいけるのかどうか。これなんです。いけるというのであれば、そういったやり方もいいんだと。

兼瀬清和村長　　　　  

それはシステムであって制度じゃない。

甲斐会長

だからですね、そのあたりができるかどうか。いろいろ国への報告、これは事務的なものですが、国への報告がこれは１ヶ町村がやれば、一つの報告で出すというのは納得がいかない。そのあたりが２年間、国が了解という形。これをやろうと思えばやれるということであれば、それは考え方。その場合が果たしてできるかどうか。これは決算統計でもいいし、課税状況調べでもそうである。このあたりができるかどうか。

　そのあたりができるというのであれば、私はもう現場を納得はしますが、賛成で三つの制度でもいいと思うんです。できないというのであれば、法的にできないか。条例でできるのか。そのあたりはやっぱり、今ちょっと私もちゃんと説明を受ける必要があると思います。

　参画については、あっても任意協でいいのではないかというのは、これはお互いに皆さんの念頭にもあると思っていますから、このあたりがどうしてできないのかという、できるのか、できないのか。これはいま一度、言うなれば我々ですから、法的な根拠というのを明確にしとく必要があると思います。

　これはぜひ必要ではないかと思っておりますので、今日これが必要であれば、だから、いわゆる合併の中ですべてがシステム統一した後、すべてが同時スタートというのは経過措置の中には、何かすり合せの方法についてはある部分も必要があると思います。２年間にすり合わせをすると、そのあたりでできる、できない、このあたりも説明がいただきたい。事務局の方としても説明する必要があります。

　電算についてはそういうことですが、今後の取り組みについてでございます。先ほどから御意見を賜っていきたいと思いますのが、芹口委員。

芹口昭男委員（清和村） 

今の電算の話ですけれども、私は８月には任意協議会があるものと考えておりまして、だんだん日が迫ってきている。　　

いろいろ聞いたら電算の問題で県から指導があったと言うことでございました。これはやはり範囲が広いですね。今度の３村町合併は広い、こういう中で、さっきちょっと話がありましたけれども、合併してからしばらくは、恐らく庁舎はこれは本気で申し上げますならば一番大事です。私は思いますので、矢部町の役場まで行かにゃならん、支所に行ったって、何もつまらんたい。合併に対して基本的な混乱が起きましたら、本当に町内全体合併してつまらんかった。新しい町をつくるという雰囲気にならんと思うんです。そういうことからしますと、それぞれの町村長、何とか話し合いをつけて、任意協議会で決める必要は私はちょっと疑問に思います。やはり、できるだけ早い機会に法定協を立ち上げて、その法定協の早い段階で合意をいただいて、そうすれば少し遅れても、他の業者にちゃんと開庁式に間に合うよう作れと言えば、突貫工事でしても１カ月、２カ月の遅れがあっても切り込みでできると思います。

　今の電算のレッテルからして、私は新しい町の姿勢として取り組むべきじゃないかと、そんなことを申し上げておきます。　　　　

　以上です。

後藤蘇陽町長　　　　
２町村ともシステムが違いますから、電算システムの最終的な取り組みは町としても難しい問題です。要はこのまま検討していくのか。各町村ばらばらでいいのかというわけで、今おっしゃったように、もう何が何でも法定協を立ち上げなければならない。この辺のところのお考えをお尋ねしたいと思います。はっきりしないとわからんもんだから。
甲斐会長

ある面では国に法律があって、３月３１日で新しい法律が今、国会には出るということでありますが、その中では、少なくとも３月３１日までは廃置分合の同文議決が必要ということはもう御理解。ただ、法律が通らないとだめなんですが、そうすると、色んな場合、今まで言っていた合併財政特例、そういった支援はしましょうということについても今度出ていくと思います。

　したがいまして、いずれにしてもその時期はいつかということも出てくると思いますが、現時点では、今の法律で少なくとも３月３１日までには新しい町でスタートをして行きたいというのが、今まで準備してきた最後であります。

したがって、本当は電算システム等も全部同一でやるべき。先ほど言いましたように、これは皆さんの念頭の中にもいいではないかという部分もあると思いますが、私としては、当然に同じ町でありますから、同じ住民で、これは清和村民、旧村民というわけにはいきません。これは新しい町では清和村も同じ新しい町の町民でありますから、言うなればシステムそのまま、基本的なシステムそのものは同一であるべきだと思っております。

　だから、そういうことで私は基本的にはシステムも同一でスタートすべきだと、こういう考えを持っています。

　だから、そういうことから言いますと、作業日程等については、これは事務的な問題ですから、先ほどお話がありましたように、業者に任せば、それは突貫工事でやれる部分等があるとは思っています。しかし、それには限度がありますので今まで電算等については、ある面では先走るような形で進めてきた嫌いがあります。基本的には３月３１日に新しい町でスタートして行きたい。間に合うようにスタートしたい。そして、すり合せができる部分とできない部分も仕分けしながら、新しい町としての基礎的な事務等については、やはり統一システムであるべきだと思っておりますので、このあたりから先ほど論議になったんだと思います。

平川竜委員（清和村） 

電算システムは、合併特例債の対象に乗せたいと。それは電算システムをスタートさせた後でもっても、合併対象の特例対象になるのか。完全にもうそのシステムが、ですから稼動するのをもって、特例債の対象になるのかということでしょうか。

永松次長　　　　

今の委員の質問につきましては、合併特例交付金を活用し、６億円という有利な交付金があります。また、合併推進債も使用が可能であり、これは５０％の交付税算定もありますので、そこは使えると思います。まだどちらの方も実際に使うとか、そういうところまで全く検討はいたしておりませんというのが実情です。

平川竜委員（清和村）
要するに、合併が成立して期限内に成立すれば、その後１０年間の特例債事業で取り上げるということですか。

永松次長　　　　

  システムの構築は、それは予定しておりません。推進債等を活用するつもりです。

平川竜委員（清和村） 

 それでやる計画とは違いますか。

永松次長　　

違います。

平川竜委員（清和村）　　　　

　それで言ったら、財源というのは別のものですか。

永松次長　　　　　

まだこれも当然、法定協議会で話し合うことだと思いますが、基本的に財源は県の特例交付金が６億円用意されておりますので、事務局サイドとしては充てる予定にしております。

平川竜委員（清和村）　

それが入ればですね。

田上聖委員（矢部町）　　　　 

電算機の業者選定について、今、議論されておりますが、これは当然５月２６日に私たちがここで了解した事項でございます。そのことをいろいろと、また今日蒸し返されているようでございますが、こういう行程で検討し、今後はこういうことになりますという結果が報告されております。これはこれでよしとしていいのではないかと思います。

　電算システムを入れるという段階において、ここで３町村議長会において最終決定というようなことがございます。そういうことも含めて、３町村長さんたち、しっかり議論していただきたいと思います。

　それから、私たちのところはこの前、合併に向かって法定協議会を立ち上げて３町村の合併で進んでいくというような決議をしております。そういう中で、どうも足並みが不揃いというような感じがします。確かに、議論しなければならないことがたくさんあろうと思いますが、今までは事務局サイドで検討されてつくられた資料を私達に審議していただきます。事務局サイドの長は町村長さんたちだから、各町村長さんたちが事務局サイドに、ただいまはこういうことですよというようなことで出して、いただいた資料をもとに今まで資料がつくられていて、それを私たちに配付されたものと思っております。

　そういういきさつの中で、今まで資料をいただいているわけですが、各首長さんたちが今になって、私にはその責任がないというようなふうに取れるような発言をされては、私たちも困るわけです。お互いが合併をするのか、しないのか。合併をするならば、ある面では少々のことはお互いが譲り合わんと合併は成り立たんと思います。合併をやめようというのならば、時間のむだだから早うやめた方がいい。そういうことです。

兼瀬清和村長　　　　

ちょっと私が申し上げたことが、えらい議論になってしまって済いません。

　実は、電算とかそういった事務的なことよりも、先にもっと骨格の大きなことをこの任意協議会で話した方がいいんじゃないかということを申し上げたところです。

田上聖委員（矢部町）

それば早う出しなっせ。

兼瀬清和村長　　　　

  そして、さっきの電算システムをそんなに急がなくても、これはできるんじゃないかと言いよることは、一つも意味がないんです。あとは入れなきゃいけないわけですから、ですから、それはそういうふうにならないだろうかということを申し上げただけですので、どうかこの任意協議会が本当に、こんなに議論をしたのは初めてですので、今までこの資料をいただいて、はいそうですかで帰った状況ですので、ちょうどいいことになってきたなと思いますので、こんな状況で進めていただいたらいいんじゃないかなと思います。

甲斐会長 

私も冒頭のあいさつの中でも申し上げましたように、任意協でありますから、やっぱり踏み込んだ論議はぜひ必要だと思います。お互いに、そして任意協も次の段階にいく組織ですから、ここにおいでいただいた方の冗談なしの考え方、真剣な論議必要だと思いますので、丁丁発止の御意見は賜りながら、私は進めていきたいと思っております。

　電算システムにかかる経過報告についてはそういうことでございますので、その中で今後の取り組みについてを、当然このあたりについては、ほかの影響も非常に大きな問題として論議の対象になっておりますので、このあたりはその部分については、冒頭から御意見をいただきながら、これは電算システム、それから一般的には、なぜそのタイムリミットまでこれだけ早く見積もらないという御意見も大いにあると思っています。これはよくあるのが業者の問題とか、それからそのほか議員の皆さんの定数の特例あたりもあると思います。これはやっぱり、できればぜひこの段階でも、そして次の段階にいくときに、法定協にこのままシフトするのか、それから法定協にいったならば、できれば、私としても皆さんもそうだと思いますが、法定協になったときに、そうひっくり返るような論議では、我々は言うばかりではありませんから、やっぱり法定協に行ったときの決意というのは大事にしていきたい。法定協そのものの性格も、懸案のままにお互いにしていかなくてはなりませんから、やっぱり事前にこういった意見をいただくことが必要だと思います。

だから、次の段階で今後の取り組みについては、そのあたりも含めて御意見を賜りたいと思っておりますが。

　時間も少し経過しましたので、休憩をとりたいと思っております。そういうことで、それでは１０分間休憩致します。

（午前１１時１５分休憩）
（午前１１時２５分開議）

甲斐会長

  それでは、引き続き会議を始めたいと思います。

　ただ、この会場は申しわけありませんが、ほかの会議と午後重なっておりますので、私の方としては皆様も御多忙だと思いますが、時間は十分考えております。したがいまして５５分までここで終わりまして、次の部屋に行きたいと思っておりますので、よろしゅうございますか。それから、食事の準備もさせます。そういうことでよろしゅうございますか。

　やはり表面で終わると、なかなか後から最初からいろいろな問題も踏み込んで論議していくのが会議の筋だと思っていますので、この際、やっぱり先ほど言いましたように、我々が今の時点で将来の町を考えていくということですから、踏み込んだ論議をお互いにしていきたいと思っておりますので、今日も皆さんぜひ積極的な御意見を賜ってまとめていきたいと思います。そして、会議は多数決というといけませんが、大方の合意が必要だと思いますので、そのあたりの手法も考えた、御理解をいただきたいと思います。

（今後の取り組みについて）～意見あり

今後の取り組みについてということでございますので、大きなテーマとしては、法定協にいつ行くのか。いや、そうではない、やっぱり任意協で場合によってはより充実してとか、そういう論議になっていくと思います。それから、さらに御意見があるのか。このあたりをテーマとして絞り込んでいきたいと思っていますので、御意見を賜りたいと思います。

飯星孝夫委員（矢部町）
当然、法定協議会の方に進まねば合併ができないということでございますし、私は８月に法定協議会に進むのではないかというふうに思っておりましたけれども、９月に入っても法定協のお話し合いが、今日実際はございますけれども、そのあたりを早く、いつ９月いっぱいに法定協に進むか、あるいは１０月の初めまでという一つの日にちを決めて、何かひとつ進めなければならないのではないかというふうに思っております。
　それと同時に、先ほどちょっと議長が申しましたように、一応今までとしては合併する、そして法定に進むんだという議員さん、あるいは執行部の意向でございました。その中で、新しい庁舎については、矢部町にぜひ建設をするという一応執行部も議員さんたちの話でも、そういうことに内定をしておるわけでございますし、議員さん、清和村の場合は、そういうものを議員さん方も御了承ができるものか、あるいはそういったある程度踏み込んだお話もいただかないと、法定協議会には進めないのじゃないかというふうに危惧をしているところでございます。

　そういうことで、矢部町にぜひ新しい庁舎を作るんだという御理解をいただきたいというふうに思いますが…。

甲斐会長 

これについては、法定協に行くかどうか、その中で論議するのか、細部にわたって協議して法定協に了解に、その二通り手法があると思っています。このあたりについてはいかがでしょうか。御意見を賜りたいところです。

後藤蘇陽町長　　　　 

意見それぞれ議員さん方お持ちだろうと思いますけれども、私が先ほど説明の中で法定協の話を申し上げましたが、もう事務局サイドの仕事は任意協の仕事は終わったと思います。ですから、よそを見回して法定協をいつ上げるとかということで、法定協で掘り下げて論議していくのか。あるいは法定協に行く前に、法定協の前の任意協で今、飯星委員さんが言われたように内容を掘り下げて進めていって、スムーズに法定協を立ち上げていくのかです。

　そのどちらの選択をしながら、私たちの協議会を進めていくかということを論議していかなきゃならないと思います。その中で、矢部町が庁舎を作る、ぜひお願いしたいと思います。蘇陽とすれば庁舎はありますから、別にそれを論議するのじゃなくして、矢部町で作られるけれども、矢部町を本所として位置づけして庁舎を建設するというのを、やはりこの任意協で進めていくのか、法定協になって検討するのかということだろうというふうに思いますが、先ほど矢部町の田上議長からご意見がございますけれども、３町がばらばらとお叱り受けましたけれども、おっしゃるとおり、議員さんからお聞きになるとばらばらのようでございますが、それも一つの論議しながら、お叱り受けながら進めていくわけでございますけれども、先に矢部町長、ただいま議長から私と蘇陽町の議長と清和村の村長、清和村の梶原議長を含めて、先に矢部町の住民アンケートの結果をお示しがございました。矢部の通潤山荘で会議じゃございませんけれども、決定会議、決定機関の会議じゃございません。趣旨説明がございまして、このような矢部町の住民の意思がございますと。中で３町村の合併について苦しい話も町長されまして、いろいろ掘り下げた話も出ました。いろいろと出ましたけれども、ここで検討する問題じゃないし、いろんな項目は委員会で決定するということですので、私どもは検討したわけでございますけれども、もう合併に向けてタイムリミット、２００５年の３月３１日に新しい町をつくるとすれば、先方、議長言われたけれども、できないなら早く崩した方がいい。むだな時間を取る必要はありません。やろうというのなら、本当のことをやりながら、任意協で詰めていくか、法定協で詰めるかという選択も今、会長がされたことというふうに思います。

　言葉の違いによって、お叱りを受けても結構でございますので、どうぞ委員さん方、それぞれ町村の代表委員さん、あるいは今度の定例議会で十分論議されなければならない大きな柱でございますので、今日の任意協の協議会というのはとっても大事じゃなかろうかというふうに思っておりますので、よろしく御審議方を私の方もお願い申し上げたいというふうに思います。

　

甲斐会長  

蘇陽町長の方から話がありましたところですが、今後の方針については、この議題についてはそれに尽きると思っていますので、このあたりについて皆さんの御意見をいただきたいと思います。

　それから、任意協については、先ほどの一つの選択をすれば規約改正、当然に法定協になれば同文議決、３ヶ町村で必要ですから、そのあたりを踏まえながらそれぞれの町村の事情もあるでしょうが、矢部町の場合には議会の意見、私の気持ちは次の段階へということで、この前、議会の中に特別委員会の中で確認をいたしたところでございます。

　だから、そこらあたりを踏まえながら、今日はぜひ御意見を抽象論でなくて、やっぱり先ほど言いましたように、今の時点で次の段階へ進む意思決定をするわけですから、十分な論議、御意見をいただきたいと思っております。

　それで、回しでは申し訳ないんですが議長さんから。

渡邊和幸委員（蘇陽町）　　　　

  さっき、矢部の議長が申されましたが、どうも私、話聞いておりますと、３町村の町村長の話が固まっていないと思いますが、そういうふうに感じるわけでございます。このようなことでは法定協もできないのではないかと思いますが、３ヶ町村のもう少し、やはり一つになるように協議していただきたいと思います。

　何と言っても、このような形では先に進まんと思います。

　さっき飯星委員さんの方から庁舎を矢部にというようなことがございましたけれども、これにつきましても、今日初めて聞いた話でありまして、私たちの委員会といたしましては、まだ協議もしておりませんし、また協議しなければなかなか私ども返答ができないと、こういうわけで、いずれにしても３町村長の中でもう少しいろいろ詰めて、そしてこういう会議を開いていただきたい。私は思っております。以上です。

甲斐会長 

いろいろあって、法定協それから任意協、この目的は次の段階へ進んでいくかどうかの御意見は。

渡邊和幸委員（蘇陽町）　　　　 

それで、その前にもう一度、町村で話し合いをされて、私は腹を一つにして合併ありきと、私はそういうことだろうと思っていました。話の内容が、どうもばらばらと言うといけませんけれども、そういう気がするわけです。ですから、会長さん、もう一回、３町村の町村長さんで話し合って、その辺も話し合っていただきたいと思います。

甲斐会長

  大きな意味では、合併ありきという方向でございますが、先ほど具体的に踏み込んだときに、こういった御意見が出てきているということで御理解をいただきたいと思います。

渡邊和幸委員（蘇陽町）　　　　

  ３町村の首長さんで同じ内容で合併をするというような気持ちになれば、ある程度のすり合わせはできると私は思っている。このあたりがどうも私が委員としても分からないんですけど。

　これは首長さんたち、合併は首長さんたちが大きな責任もあると私は思っております。

後藤蘇陽町長　　　　　

  仕事に凛乎を抱えていないわけではございませんけど考え方と思います。ですから、私ども３人首長、この合併に対して３町村の合併の考え方が違いがあるというんですが、合併３町村ありきで私もこのことを言っとるわけですから、しないということの論議じゃありません。３町村で新たな町づくりの合併に向けて進めているわけですから、その中の協議会で、先ほど首長の責任もないですけど、議会の議決を要するわけですね。法定協で議決を得なければならんわけですから、議会でいわゆる同文議決をいただくのか、あるいは諸議会に出すのかということもございますが、それまでに、やはり合併に対するそれぞれの今日までの問題がありますから、その思惑を柱とするだけの事項を次の手段から法定で上げるのか、法定協で上げて詰めていくのかということの論議がなければ、私は前に進まないのじゃないかと。

ここにあるのをみんなで本当の町村の思いを出し合うて、そして立ち上げていくのが筋だろうと思います。ですから、私は私自身としては３町村の町村合併ありきというのを、この辺りは先ほどからのように、そのようなつもりで任意協を立ち上げ、あるいは任意協で論議を進めてきたというふうに理解いたしております。

　ですから、意思統一ができてないということでございますので、意思統一、私自身はそう思っております。

後藤冠委員（蘇陽町） 

今日初めて出席したわけですが、やはり、各町村長さん各町づくり村づくり一生懸命やっておられる。また、延長線上でこうした合併に向けての先ほどから申されております意思統一ができていないんじゃないかと。これは当然だろうと。現時点では、やっぱり個人各町村長の責任といいますか、いろいろで住民の付託を受けてやっておられるということで、矢部町におきましてはアンケートもとられたし、また各町村の住民の意向もあろうということでありますが、やはり先ほどから矢部の議長さんからも申されましたが、少々のことは妥協して、やはり合併を進めていかなければならないと思います。私どもも阿蘇郡の方で、やはりこうした道を選んだわけですので、やはり合併にかける意気込みというのは十分あるというふうに思いますので、村長さん初め町長さん、やはり一致団結してやっていただきたいというふうに思っております。

甲斐会長

　３番目になりますが、嶋田委員さん。

嶋田俊雄委員（蘇陽町）

ただ、法定協に行く前に、やはり任意協ではっきり詰めた方がいいんじゃないかなというような気持ちはしています。

　なぜならば、法定協に行ったときにはこのメンバーが何人抜けるかわかりませんけれども、変わるんじゃないかなと思いますけど。

堀田事務局長　　　　

 　法定協のメンバーにつきましては、規約の中で議員さん、それから学識経験者という方々が入ってこられると思うんです。議員さんにつきましては、議会の方で決めていただくことになりますし、学識経験者におきましては町の方で選んでいただく部分になりますので、大体でございますけど、今の倍ぐらいにはなるんじゃないかなというふうには思います。任意協で例えば進めるにしましても、仕事の分担がビジョンとそれから現況調査ということで限られておりますので、その仕事の枠、内容を広げる必要がございます。その辺の体制と、先ほど言いました人員等を増やす体制、これが必要になってくるのではないかというふうに考えています。

嶋田俊雄委員（蘇陽町）  

それは任意協でということですか。

堀田事務局長　　　　

  規約の改正が必要ですので、その辺になりますと、やはりここだけということでなくて、それぞれの町村にお持ち帰りいただいて、また検討してこれでいくということになりまして詰まっていくものというふうに考えます。

嶋田俊雄委員（蘇陽町）　　　　

  そのようにもう一度任意協を継続して、詰められる部分は詰めていった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。

中矢美記男委員（蘇陽町）

  ３町村の村長さんたちの意思が見えないということでしたけれども、私たちは合併ありきということで任意協も進めております。先ほどの事を言えば何ですけれども、法定協に入ってからも、いろいろ受託とかそうしたこともあっているように、そのように思いますけれども、やはり法定協に入る前に、ある項目は任意協のこの中で話を出して、ある程度の方向性というのを見出していた方が、法定協でもスムーズにいくんではないかなと思っております。

　いろいろな項目が出てくると思いませんけど、それは恐らく全部と言うことは不可能だと思いますけれども、大まかな先ほど飯星委員さんからもお話が出たように、庁舎の問題、それにいろいろ議員さんの問題もあるかと思います。そういったことを任意協で出して、法定協に向けていった方がいいんじゃないかと思います。

　それから、もちろん法定協に入るわけですが、法定協では私たちが３町村ともいろいろ事情があると思います。その中で、私たちが住民に訴えてきたことは、合併したって今よりか住民サービスまたは財政的にはよくわからない。でも、合併をして今の情勢を、今の現状を維持して、少なくとも維持できるんではないかということで、住民に合併のことを話してきたわけです。

　そういうことを念頭に置いて、これからの法定協議会なりを進めて入って行かねばならんと思っております。

平川竜委員（清和村） 

私は、先ほど言われたように合併ありきという立場から言わせていただきます。その前に、何か私たちも聞いとらんと思いますが、たぶん、町村長さん方の意思統一ができていないと言われたけど、私はやっぱ各町村長の方々は責任がより重いから、それだけいろんな角度からの見方を聞き出してこられた、そういうふうに前向きに受け取っておりますので…。

　それから、ちょっと先ほどおっしやったように、合併法定協に入る前に合併論議をしたがいいとおっしゃったんですが、確かに今、法定協がいろいろ壊れてきているのを見れば、やっぱり、拙速に法定協に入った例が多いと思うんです。ですから、やはりできたら任意協である程度の大まかなすり合わせていうのが必要。なぜ、せんのかなと思っていたら、今、教えていただいて、規約にのせてあったらしいんですね。具体的には規約に入らないと。それは私たち含めてわからんでしょうが、そういうことでしたら、規約改正なさって、出来たら任意協で後々、後退がしないように踏み込んだ建設計画に向かわれた方がよくはないかと、私はそう思っております。

　どこまで踏み込むかということは、またもちろんできないですけれども、それは方向性、合併方式と方向性自体は、ぜひ任意協で協議された方がいいと思います。

　それから、矢部町でさっきも飯星さんがおっしゃったのが、どういう趣旨かちょっと不明ですが、要するに庁舎を造る、これはもちろん庁舎は造らなければいけないわけで、造る、造らないは各町村でも確定すればいいわけで、問題は作った庁舎を分所に置くという意味でしょう。そうすると、財源はどうなるんですか。財源は３ヶ町村で取り組みということ。

中矢美記男委員（蘇陽町） 

財源は特例債を使いながら、矢部町に造る。

平川竜委員（清和村）　　　　

  ああ、特例債を。そんなら３ヶ町村合併したら、本所は矢部町に置いて、そして合併特例債の財源で庁舎をつくる。それが矢部町の合併のまず、最初の条件というわけですかね。

芹口昭男委員　　　　 

ちょうど成果表が配布されておりまして、本来なら議長、副議長と反対でありまして、私はやはり法定協は早く立ち上げた方がいいと思います。任意協で事前にいろいろ協議は必要です、大事なことだとは思いますけれども、ただ、これだけの人数で決めていいかどうかという問題もあると思うんです。やはり、法定協で本来ならば、もう任意協で合併の方式とか庁舎の位置とか、これは法定協で取り扱うべき問題ですから、何もかも任意協で決めてしまうというわけにいかんわけですから。

　そういうことからいきますと、早く法定協を立ち上げて協議していただきたい。そういう考え方を持っております。

　さっき、ちょっとここで庁舎問題申し上げましたが、合併方式については４月の町長改選後の委員会で、矢部の町長の任期があと２年だからとおっしゃっていた、矢部の町長は新設合併を考えておるなと、そうして解釈して何も言わなかったんですが新設合併。それから庁舎の位置については、まだ矢部も清和においても、踏み込んだ論議はしておりませんけれども、大体の方向としては、矢部町内に建ててくれれば、バイパス沿いなら望みますけれども、それはもう矢部町にも満足して、町内であってもバイパスの道路が立派な道路ができればいいんじゃないかと。私はそのように感じています。

　それから先日、この協議会を開いて頂いたときの情報の一つの中に、矢部の人たちが矢部町の名前が消えるなら合併はしないと言う話も聞きまして、これはえらいことになったなと。それは法定協で協議せにゃならん問題でありますが、そういったことを申し上げていきますと、逆に庁舎を矢部において、清和と蘇陽には総合の支所をおいて、できるだけの地域の方針に沿い、また地域自治のひな形というのは具体的なのは見えておりませんけれども、そういうこともできる範囲内、あるいは計画的には地域審議会、地域の振興にかかわる問題、地域審議会の規則、こういうようなことを考えていくべきでないかと。そういうような考え方を持っております。

　議長の方から、さっきは合併特別委員会か話があったかもしれませんけれども、うちの議会でも今度の定例会中に法定協に移行すべきである、そういうふうな事を決めたところでございます。

　どうも、捕らえてみれば、泥棒を捕らえてみれば我が子なり、何でいつまでも協議会ができんのか、それはうちの村長が長引いている。そういうふうなことで、私もえらい急ぐわけにもいきませんけれども、そういうことで合併を大局的に合併してよかったと、私はそういう合併でいいと思う。いろいろ不安がありますけれども、大局的にはそれでよい。そのように考えます。以上です。

兼瀬清和村長　　　　

  ちょっと済いません。それは私の名前が出たと言われると言ったら悪いから出た。それは泥棒と間違えられちゃ困るんで。

梶原徹委員（清和村） 

 いえいえ、村長の発言は余り見ておられまして、こういう意見も出ておりますで、村長のはっきりしたお話を今お願いします。誤解受けたままでは、村長も聞いたら納まらないと。

兼瀬清和村長　　　　

  私は合併を進めようと一番先に言うたんですよ、３ヶ町村で。３ヶ町村で合併を進めるといいのではないですかと私が一番初めに言いました。だから今は、これは逃れられんと思っている。だから進めているわけです。それを泥棒と私を間違えられては困るけど、どうも例えがちょっとないじゃないかなと思っております。それは、やっぱり議員さんとよく清和村議会で話さねばいかんのだろうと思いますけど、いつもこうして怒られますから。しかし、私の立場としては３ヶ町村と言いましたのは私が言い出したのですからとても逃れられんと。

　そのためには、どういういい合併をしたらいいのかという議論をしているところです。ところが、一つお尋ねでありますが、これは私もこうやって任意協議会で今まで話をしますときに、ちょっと総務課長の方が、「村長、余り言わんがよかばいた」と忠告があったわけです。「あら、どうしてだろうか」と思って、私は合併協議会の委員だと思って来ておりましたら、どうも執行が一丸となっとかなければならないのだなというのが今わかりました。

　一部事務組合の、もうでき上がったような感じの執行部なんですね。そういうことで、これは臨まなければいかんのであれば、これはもう管理者会議みたいなものを前もってこれはしなければいけない。そして親元に行くと、出来んばいといってもらわんと、私は危なく言いそうになるわけであります。

　ちょっと私がこの場の私の立場を認識してなかったのかなという思いでおりますので、今から、もしもそのことが、しかしこのことは私どもの立場をこの場で確認をさせてください。委員なのか、あるいは一部事務組合的に、もう一つのこととして組織としてでき上がったものとしての発言、その範囲内でしなきゃいけないのか。そのことをひとつ、ぜひとも確認をさせていただかないと、今後の任意協議会あるいは法定協議会の進めはできないような気がいたします。

甲斐会長 

 一応、皆さん意見を出してください。

那須典昭委員（清和村）

 　私は基本的には、３ヶ町村合併に悪気はないわけです。特に、任意協でもう少し詰めた論議をということは、前々回、私は申し上げたつもりでございます。しかし、規約改正をしないとそれができないというような執行部の見解のようでございますのでそれならば芹口委員がおっしゃるように、早めの法定協立ち上げを願うわけです。

　いろいろ法定協に入っての論議が途絶える場合もあるかもしれません。当然、法定協議会は法定協の定義は必要ではないかというような気がいたしております。

以上です。

梶原徹委員（清和村）  

兼瀬村長も合併推進協議会の副会長というような立場でございますので、それとやはり、町村長の発言というのも必ずあると言いますか、相当重要に受けとめておりますし、影響があるわけでございますので、村長も余り誤解のないような発言をされ、そういうなかで意見がでております任意協の中で重要問題を協議するようなことで、いろいろな意見も大分出ておりますが、会長に一つお尋ねいたします。そういう任意協の中で、ある程度そういう問題を協議して、そして法定にいって、法定がすんなりと短い期間の中でもっていくというようなことが、どの程度可能であるのか。条例も規約改正をしても、そういうことであれば、そういうふうに任意協の中で十分詰めた話をしていくべきではないかというふうな、うちの議会の中でもそういう意見がでまして、そういうことができれば、そういうふうにもっていきたいと思いますので、そういうことが可能であるのかお尋ねをいたします。

甲斐会長　　　　 

まずは、法定協と任意協の性格からいって、法定協になりますと決定事項についてかなり心配がありますので、論議は重ねることは法定協であっても可能だと思います。任意協から法定協に移る時期はどのぐらいがというふうになりますと、これは先ほど言いましたようにタイムリミットにこだわるといいますか、少なくともやっぱり１１月の早々にはシフトしていく必要があろうと思っています。

　それと、結局この任意協は議会の皆さんと我々ですから、最終的には意見を問わず意思決定というのは、法定協に移ったとき変わる可能性もあります。だから、任意協で論議したやつを変わらないためには、研究期間には、先ほど言いましたように一つの方法として規約改正をしながら、法定協のスタート、拡充、入っていくメンバーをより拡充しながら、同じメンバーで顔ぶれで自由論議していただいて縛りのない論議をしていただいて、内定という形が持ち込みさらには炯眼　　　　　決定をするときに、意思決定、法定協だと思いますので、事務局のスケジュールからいきますと、どうしても１１月早々でないと、もうタイミングがこれは厳しいようでございます。

　法定協に入りましても、論議を深めるのは可能ですから、言うなればその中で考えられるのは、任意協でずっと内定でするか、意思統一をする議案を出しながら了解といったときに、法定協にすぐ議会の議決の手続が必要になりますが、その時点で、任意協で協議したことについては、極端に言うと了解、了解という形の会議にせざるを得ないと思っております。

　だから、内容的には性格的にはそういうものだと思いますので、そのあたりを加味させて御意見をいただくならと思っておりますので…。 ちょっといま少し。
堀田事務局長　　　　 

今の件でございますけれども、要は任意協議会でそのままいくとなれば、どこまでの部分をそこで詰めるのか。例えば、阿蘇町、一の宮町を中心とした任意協議会でございますけれども、あそこはほとんど全項を任意協議会で検討していくということです。廃置分合の前に多分、一括で法定協議会に移行して、一括で全部承認していくという体制をとっているんだろうと思います。

　ただ、予定しております８２０項目のうち、それを集約したのが大体４０か４５ぐらいになるんじゃないかというふうに思いますが、その中で、これとこれとこの部分だけを任意協議会で詰めたい、詰めたいというのは結論を導きたいということであれば、その方向をとれるのではないかというふうに思いますが、あくまでも任意協議会におきましては、一般の学識経験者も入れる例があるということで、このメンバーでその重要項目については検討していきたいということであれば、そういうこともできます。

　ですから当然、中にはその今の規約の中で仕事の分担が変わってきますので、規約改正は必要でありますが、そういう二つの方法があるということを御理解いただきたいと思います。

梶原徹委員（清和村）　　　　

  わかりました。もう既に、今日も唐突に庁舎問題まで矢部の要望といいますか、希望的な話まで大変突っ込んだところの話まで出てきとるような状況の中で、やはりもう任意協の中でそういう話もしなければならないような状況になってきとるというふうに思います。

　そういうこともありますので、任意協の中でできる限りそういう問題も目途をつけて、法定協に入って短期間で、合併に持っていってというようなところもかなりある、そういうふうにお願いしたいというふうな気持ちでおります。

　それと、期間もかなりもう町村の中で今、会議があっております。９月定例ももう各町村、手前というようなことでありますが、この任意協議会の予算措置をしなければ、あとの会議もできないというような状況の中で、今後どういうふうな日程の計画であるかということ、お尋ねいたします。

甲斐会長

冒頭お断り申し上げましたように、会場、次の会議がありますので梶原委員さんのお尋ねについては、その席で申し上げたいと思います。それでは、今のスケジュールを。

堀田事務局長　　　　

  さっき電算の話も確かに出てきました。スケジュール的にはいろんなものを具体的に検討していく中で、法定協に移行する時期、それまでに決まっていれば法定協はそれでもいいわけでございます。今から本当に詰めていかないと、現実問題としてかなり苦しいなというところはあります。最終的に、事務レベルでちょっと話した話ですけど、仮に１１月１日ぐらいが法定協だとしたときには、それに提案する方法については、普通の協議会よりも多く提案しないと間に合っていかなのではないかというふうな考えは持っております。

　ですから、任意協にしろ法定協にしろ、調整していくものは早めに調整をやっていかないと、各項目における調整が非常に難しいのではないかというふうに思っております。

　それともう一つ、やはり新町建設計画です。調整項目の方は詰めて行って、あと皆さん方にそれで意見をいただいて調整して行くことになろうかと思いますが、新町建設計画の方は、やはりそれぞれの３町村の住民の意見を聞くというのも、大きな一つの仕事でありまして、これが非常にウエイトを占めてきますので、その辺を早く取りかからないと、ちょっと厳しいかなというところであります。

　ですから、最終的には法定協だけ考えますと、１１月１日ぐらいには法定協に移行しないと大丈夫かなと思います。

　今日の新聞だったでしょうか、阿蘇中部の方でも、今まで任意協で具体的にずっと詰めてきておりますが、やはり１１月に法定協に移らんと間に合わんのじゃないかというふうな新聞記事も載っておりましたし、自分たちも大体そのように考えているところであります。

梶原徹委員（清和村）　　　　　 

そういうことで、特に次回の協議会でいつ、日程等は一応考えておられると思いますが、今日、それもはっきり次の議会で単純に、任意協でいいものか、法定でいいものかというところを今日決定していただきたいというふうに思います。

飯開和雄委員（矢部町） 

会長、私、この後ちょっと用事があるんで、ちょっと私だけ許していただいて。

　順序を繰り上げていただいて済いません。ちょっと午後、会議が入っていますので失礼させていただきたいと思いますけれども、私の意見といたしましては、もう議長が先ほど申したとおり、矢部町はある程度、議員さんの意思確認を決めておりますので、次の段階へ行きなさいというようなことでありますけれども、その裏には、やはり住民アンケートをこの任意協議会４回済ませた後でとったというようなことが、議会としても最終的な議員さん方の決断であったろうと思うわけでございます。

　その中で、特に３町による合併あるいは２町による合併、住民アンケートを取りましたけれども、合わせまして合併が必要かというような住民の問い合わせに、過半数の皆さん方が、合併は必要でございますというようなアンケート調査が出ているわけでございます。

　そのことを踏まえまして、矢部町は当然、３町による合併を進めていかなければならないというふうに私たちは判断をしたわけでございます。

　その中で、うちの議員さんから庁舎はうちにというようなお話があって恐縮しておりますけれども、実はそういった話もあるわけでございます。ちょうど矢部町が、もう合併しなくても庁舎を作りましょうというようなことで、今、町民の税金１３億円預かっております。その中で町民の皆さんから聞くと、あるいは清和村、蘇陽町の皆さんから聞くと、矢部町がちょうど庁舎も作っていなかったので、合わせた庁舎もいいですなというような話も聞こえてくるわけでございます。

　そういった中で、矢部町は、そんならどこまで作るのかというような話も今、進んでいるわけでございますけれども、私は９月の定例議会で、こういった任意協議会の中で庁舎の論議も深まってきておりますので、矢部町は立地場所を町長、明確にしてくださいよというようなことで、今度、真ん中に議会の一般質問をお願いしておりますけれども、明確にひとつ考えを出されるようでございまして、皆さん方の住民の皆さん方の利便性のある場所、そして万が一、３町が一緒になったときの利便性のある場所は考えておられるようでございますので、私は立派な工事内容等を発表されると思っておりますけれども、そのような下準備もできているということでございます。

　それからもう一つ、私は任意協議会で大体終わりの方に近づいていると思いますけれども、私は法定協議会に行く前に骨子は持つ必要があると思います。その骨子というのは、いわゆる本庁舎の設置場所をこの任意協議会で詰めた場所、あるいは議員の任期の特例、そういったものについても、ここは議員さん方ばかりでございますので、自分たちの身にかかることは、どれくらい特例措置を使っていくのか、あるいは議員の定数はどれぐらいでいくのかといったことも、ある程度この議員さん方の場で話し合って、そして次の段階に行ったときには、我々の考えをある程度は通していただく。そういったこともしていかなければ、このまま法定協議会に移行しますと、一般人の学識経験者あたりが入ってこられますと、なかなか我々の声も出しにくいし、通りにくい状況も出てくると思いますので、この中で私は詰めていった方がいいと思いますので、予算等も本会議で返上して、あと何もなくなるというふうなことでございますけれども、もう一回ぐらい、さっき当事者の話を聞くと１１月ぐらいの法定協議会ならば、もう一回ぐらい最終の任意協議会を開いていただいて、そこら辺を忌憚なく今回の９月議会でいろいろと皆さん方持ち帰って検討して頂くならと思います。

後藤蘇陽町長　　　　 

今、庁舎の位置の問題についてお話がございましたが、矢部町を本庁として上がっておりますから、そのご意見というのもこの委員会で出させていただいておりますもんですから、３町村の首長意見の食い違いがあったというふうに私は思いますけれども、今、飯開委員さんがおっしゃいましたように、そうであれば、私どもは会長を中心に副会長、執行部としての意見を統一して議題として提案する。庁舎の位置は、本庁は矢部町におきますよ、次は、清和支所、蘇陽支所として、合併という提議をして委員さんの意見をいただいた上で、矢部町の新庁舎建設を行っていただく。

　矢部町の行うときに、この部分は新しい町も必要なんですから、このこともやってもらって、この分は財政支援でもらいますよとかいうのが、こういう意見が出てくると思うんです。

　ですから、先走りじゃなくして、きちんとした整理した上で議題として提案していくのか。もう今さら国に金がない。金がない、財政が基本だから合併ありきというのを進めてきたのは事実ですから、そういう論議じゃなくして、私どもも町の主な意見を私ども言いますもんですから、食い違いもあると思います。

　今日の協議会は非常にいい意見が出ておりまして、踏み込んだ話も出ておりますが、ありがたいことに、今、住民アンケートの話が出ていましたけれども、２町村と３町村、蘇陽町にはいりますと、蘇陽町は２町村以上に開きがありますね。ですから、冒頭に申し上げましたが、矢部の町長は話し合って合併ありきを打ち出されたものと私は理解しておったわけです。

　ですから、私どもも阿蘇郡を越えて、上益城にお世話になってくるわけですから、これも私ども苦渋の選択をしました。それは住民の意思が半々だったものですから、議会も半々なんです。それぞれの思いがあろうと思いますから、それをどうだ、こうだと引き合いに出してやるんじゃなくして、新しい町のビジョンに対して、それぞれの町村の立場から歴史ある町を迎えるわけですから、いろいろある農業が今日の条件の厳しい中で、どのような計画でそれぞれ合併するかというのも、やっぱし論議の議題として持ち込んでいただくならと…。

　私は当初から矢部町に本所を置いてくださいと。それは九州横断自動車道の矢部町までできとると。矢部町にインターもできるじゃないかということで、人口比率だけの立場じゃなくして、５４０数平方キロメートルの中の矢部町に本所を置いて、それから飯開委員さんも言いましたけれども、合併して支援するんじゃなくして、それの、合併してプラス思考に清和村も蘇陽町ももっていかなくちゃならん。

　それが私どもは、公選で選ばれた人間の責務だろうと思っています。そのようなことは論議して上げる。法定協であれば、意思統一ができれば、９月で先ほど梶原議長がおっしゃいましたように、９月は定例議会をうちは１２日から開催されますので、法定協の同文議決が必要であれば９月に出します。そのぐらいの意思は持っております。

　ですから、お互いに意見交換してこの任意協でうちは必ず出しますからということを意思決定ができれば、９月に私は提案します。矢部町も出されるということですから。

　ですから、そのことで論議を詰めていって内容は進めていかんと、対立はありませんけれども、意見の出し方が違うて、先ほど言いましたように、８２２項目の中の４７項目を緊急でどれだけ整備しているんですか。ということは学識経験者、地域の委員さん方に…。

　

甲斐会長

まだ途中でありますが、先ほど言いましたこともありまして、隣の部屋で食事の準備をしております。いろいろの時間はそのつもりでとったつもりでありますから、論議を深めたいと思っております。休憩致します。

（午後　０時　５分休憩）
（午後　１時１０分開議）
甲斐会長　　　　 

それでは、午後の会議を始めたいと思います。

先ほど意見をそれぞれお伺いしてまいったところですが、まだマイク渡してない、マイクで御意見を聞いてない部分がありますのでお願いします。

藤川憲治委員（矢部町）

先ほどからそれぞれの首長さん、そしてまた各委員の皆さん方のお話、また御意見等を聞きながら、私なりにも感じていたんですけれども、まず、今日安心したのは、合併ありきで話は決定しているということが前提になりまして、これはひとつ３町村合併、ぜひとも実現していかなければならないということを強く感じたわけでございます。

　合併は、あくまでも目的、目標であって、そのための手段として法定協に移るのか、あるいはこの任意協をさらに充実していくのか、この二つが問題になるかと思いますけれども、先ほど事務局長のお話にありましたとおり、１１月早々には法定協を立ち上げなければ、平成１７年の３月３１日までのスケジュールはかなり厳しくなってくるということを話を聞きましたけれども、私はどうせ合併するならば、１７年の３月３１日までには合併すべきだと思うわけでございます。

　そのためには、蘇陽町議会でも３町村合併そして法定協に移っていくということを、話がまとまっておりますので、私自身もその線で法定協立ち上げを早くやって、そしてその中においていろんなことを話し合いながら、やはり合併についてはメリット、デメリット、これは確かに数多くあります。しかし、これは合併も先ほども言われていたように、相手があることでございますのから、ただ自分たちの我を通すだけでなく、そこには折れるとこは折れ、そして主張するところは主張しながら、ぜひとも新しい時代になります。新しい時代には、やはり新しい行政も私は変わっていかなければならないと思うわけです。

　そういうことからして、メリットを生かしデメリットを削除しながら、ぜひともこの３町村合併の実現に向かって、さらに精力的に話し合いを行いながら、私たちにはもちろん、住民の皆さん方にも納得するような形で、今から先、行動していかなければらないし、現場としてもいろいろな座談会等におきましても、３町村合併を推進していくという状況でございますので、ぜひとも今ここからいろいろな問題もあるかと思いますけれども、早く法定協を立ち上げるということをお願いしまして、私の意見といたします。

　以上です。

飯星孝夫委員（矢部町）

私は、最初にちょっと申し上げましたけれども、やはり藤川委員さんが申し上げましたように、早く法定協議会を進めて、そして新しい町づくりの基本を設定すべきであろうというふうに思っていますし、また、ある面では新しい産業、山形県にカボチャをリサイクル、今のプラスチック型の工場があるそうでございます。そういう今度の新しい町についても、そういう農業あるいは林産業を創出した基本的なそういうリサイクル、環境面にも、やはりそういう企業も誘致できないものだろうかというふうに思っております。

　そういうことで、ひとつ新しい企業もまた作るべきではなかろうか、そういうことで、早く法定に進むべきだろうというふうに申し上げておきます。

　以上です。

田上聖委員（矢部町）

  私たちが、今ここで合併のことをそれなりにみんな真剣に論議をしております。今、私たちが何をしなければならないのかということは、大きな問題の一つが、次の世代の人たち、１０年後あるいは２０年後の人たちが、どういう生活をするのか。その人たちのために私たちは何を今すべきか、というような考えで皆さん方、合併やむなし。現状の日本の状況あるいは地域の状況を考えたときに、合併やむなしということになっていったと思います。

　要は、地域の人たちの住民の人たちの生活が基本であって、そこにお世話をする私たちは一過性のものである。そう思います。

　そういうことから、今日はたまたまうちの飯星委員から具体的に庁舎を矢部町にというような意見が出ました。合併を進めていく中で、各町村の方々が、うちは何をしたい、そして次の町づくりにこういうことをしたいというような具体的なものが出てあると思います。しかし、今まで何らそういう具体的なものはなく、執行部からといいますか、職員さんたちが作った資料を見て「はい、了解」というようなことで今まで終わったわけでございます。

　そういう面では、兼瀬村長が言われるように、論議はだれもしておらないじゃないかということが、私たちもそういう、ぎくしゃくとした気持ちでおりました。

　何らかの形で早急に具体的な案を提案して、お互いが真剣に検討して次の町づくり、そして次の人たちの生活の安定のため、あるいは生活向上のために、私たちは、やはり自分を捨てて努力していくべきではないかと思います。

　そのためには、こういう会議を真剣に議論できるような会議を、回数を多くして時間を長くしてでも、ちょくちょくもっと開いていくべきではないかと思います。時間的なこともあると思いますので、早い時期で法定協議会あたりに移行して、どうせならば、アメの部分もしゃぶった方がいいと思いますので、１７年の３月までには合併ができるように努力していくべきだろうと思います。

　以上です。

甲斐会長 

 それぞれ御意見を賜りまして、ありがとうございました。

　その中で、任意協でもっと出すべきではないか、もう法定協に行くべきではないかという二つの御意見が分かれていたと思っております。このあたりについては、いま一度、私の方も確認をしておきたいと思っていますが、そういうことです。

　その中で一つ、次の段階に御意見をいただきたいのは、任意協の御意見もありました。論議を深めるために、任意協でもいいと思っていますが、法定協に即シフトしていく任意協、それからこのままでの任意協、このあたりがあると思っています。

　私の方もまだまだ情報をキャッチしているわけではありませんが、学験を入れた場合の任意協と、それからこのメンバーでの任意協でいった場合に、やっぱりそれぞれメリットもありますが、デメリットも実を言うとあるということでございます。現実的に、そのことが一方のデメリットが、話聞いてみますと脱落、そういった方向にあったということでございますので、この際、任意協で今しばらく論議を深めていくときに、３ヶ町村で事前にちょっと協議したわけですが、このメンバーで任意協をいま少し論議を深めたい。そして、丁丁発止のかんかんがくがくの論議もしたいという御意見が、皆さんの御意見の中にありましたが、我々もその方がいいのではないかという集約をいたしたところでございます。これについてはいかがでございましょうか。繰り返しますが、このメンバーで任意協をいま少し入りまして、当然に次の段階で法定協のタイムリミットもありますが、そのあたりも念頭に置きながら、まずはこれで、最後、田上議長が申し上げましたように、もっと回数も計れという御意見があったと思っています。

　そういう御意見をいただきますと、３ヶ町村で確認をいたしたところですが、任意協でこのメンバーで任意協でいま少し固めていき、それから頭の中には法定協のタイムリミットあたりも描きながら進めていく。したがいまして、その中で今後、そういうことでこの席では、このメンバーでもうちょっと論議を深めたいという一つの考えはございます。

　これでよろしいかどうか、まず確認していきたい。（「了解」と呼ぶ者あり）よろしゅうございますか。

　それでは、事務局の方で今の方針になった一つの流れ、今のペーパーでいいですから、そういったペーパーでいいですから。この中でおおよその、この後は、協議を詰める項目も皆さんとこの席で固めていきたいと思います。

　それから、あとは主要項目でございます。これで法定協に行きますと、法定協の中でも異論が出てきたりしますが、まずは先ほど言いましたように、町村長の気持ちと議会の気持ちがまとまれば、最終的には議会と我々の最終的な意思決定は、この機関でしか極端に言うとできません。法定協で論議していただきながらも、その意見としてはやっていくわけですが、そういうことにもなりますので、この主要項目をこの任意協でどの程度論議するか、どの項目まで論議するか、このあたりの御意見もいただきたいと思います。

　それから、次の日程、任意協の日程をいつするのか。そして、ここでほぼ内定をした場合に、すべて町村の議会のメンバーであるわけではありませんので、議会で持ち帰りも必要だという御意見もありましたので、これは町村長もお持ち帰り、皆さんも持ち帰って地元の協議をし、ここで協議した内定というか、協議したやつを地元に持ち帰りながら確認をしていただいて、早速次の段階に日程を定めていく。日程もそのあたりでということだと思います。

　それでは、事務局の方から説明をさせます。

永松次長　　　　

  すいません。事務局の方から説明させていただきたいと思います。

　今、チャート風の資料をお配りしましたが、基本的には、先ほど３町村長さん及び今の町村議会の方で、左側の主要項目を現メンバーで検討するということで決したと思います。

　続きまして、主要項目とは何かということなんですけど、先ほどお配りしましたもう一つ合併協という項目案というのを見ていただきたいと思います。

　これも先ほど３町村長の会議で、一応たたき台の案として示したのが、合併をするかしないか、基本的な６項目書いてありますけど、その中で３番の新町の名称と５番目の財産及び債務の取り扱い、これらについては、近々に決まるというような内容ではありませんので、一応これを外しまして、１番、合併の方式、いわゆる新設か吸収か、また２番目の合併の期日、大方何月何日までにやるかということです。それと４番目の新町の事務所の位置。当地域だけの特殊な要因ですけど、郡の区域の変更が発生しますので、阿蘇郡にするか上益城郡にするか、それらのこの４点について、基本的に検討させていただいてよろしいかということについて、御議論いただきたいと思います。

　これがまとまれば、先ほど会長が説明されましたように、議会に持ち帰っていただきまして、この内容で任意協議会がもう一度進むと言うことを、議会内でも意思統一していただければというふうに考えております。

甲斐会長

４４項目まで、これはまとめた結果が４４項目です。今まで８００項目とか何か言っておりましたが、言うならば、まとめてみるとこういうことではないかということで、その中で御意見がありましたのは、任意協で特に、法定日程もひっくり返る部分がある。だから、ここで任意協でほぼ項目を主要項目をほぼ了解という形で内定というか、そういった手続をとりながら、議会の方でもたたいていただく。そして、そのあたりが深まれば、それを報告というか了解という形の任意協と、それから次の段階に進めていきたいということになってくるものだと思います。

　４４項目にまとめました部分については、これは非常に事務的なこともありますので、これはそれぞれの部門別の課長さんたちですり合せをしていただいて、最終的には報告という形でこれは終わると思います。（「違う違う」と呼ぶ者あり）協議ということになってくると思いますので、まずは任意協であらあら了解という形の項目をどうだろうかということでございます。

　まず、項目がどうですかね。これは８番あたりになると、ここで内定というわけにいかんでしょうから、議会議員の定数及び任期の取り扱いです。だから、これも内定というわけにいかないでしょうから、まず先ほど、どれどれどれということに協議の項目を皆さんの方から御意見いただきたいと思います。

平川竜委員（清和村） 

５番目の財産及び債務の取り扱い、こういうのはなかなか先送りして、嫌な面もございますが、しかし、これをうやむやにしとったら、後で紛糾のもとになる可能性が一番高いと思うんです。だから、ここは勇気を出して、財産、ここは財産をつくろう、財産より高いのはないでしょうけど、負の財産もあります。それと同時に、各町村の現存する事業体をどういうふうに持っていくか。こういうのが一番具体的で、やっぱり各地域のこれから先の発展、価値観、いろんな面で影響があると思いますが、これをひとつ確認したいと思います。

　嫌なことですが、なかなか。

甲斐会長

  こういう項目に入れるということですね。

平川竜委員（清和村）　　　　

はい、ぜひ、これは最初に関係しとかんと。願わくば、そうしてやってほしい。

甲斐会長  

協議項目２６番の第三セクター等の取り扱い、この経営状況、そのあたりがあるということでございますので、出てくるんだと思いますが。これも主要項目の中に入れてほしいという御意見です。

　事務局の方からも、主要項目とそれから先ほど５番という御意見と２６番という御意見もありましたが、これがやはり詰めていったときに、やっぱり合併から離脱という、そういうことになっていくもんですから、あらかじめこのあたりで問題のあるやつ、離脱の原因となってきた今後の項目について、あらかじめ合意、内定、このあたりをしておかないといけないということで、主要項目ということで考えていく必要があるということでございますので。ほかに。

梶原徹委員（清和村） 

 １２番です。

甲斐会長 

 地域審議会も論議すべきではないかという御意見ですが、これはもう既に内容は御存じですね。ちょっと事務局から説明伺いましょうか。ご理解でしょう、地域審議会。新たな町村合併に伴って住民の皆さんとの距離が、行政が遠くなる、議会が遠くなるということを補うための組織で、基本的には旧町村単位で諮問機関、それから意見具申機関になっていく、建議する機関になっていくものと思いますが。

　だから、梶原委員さんとしては、こういったものを設ける必要があるかどうかをここで論議の対象に、主要項目として盛り込んでほしいということでございます。

　今ほかにありますか。ないようでございましたら、こういったものを主要項目として考えていきたいと思っていますが、何かコメント、事務局の方からありますか。

　そしたらお諮りしますが、この１番、２番、４番、５番、６番、１２番、２６番を主要項目として、この任意協で検討していきたいと。こういったことも持ち帰って、議会の皆さん方の御意見をすり合わせしながら、再度、任意協を開くということになっていきますが、そういうことでよろしゅうございますか。

　主要項目の了解、この任意協議会で協議する主要項目の項目については、ただいま申し上げました項目でやっていきたい。もちろん、それ以外の御意見も、当然任意協ですからあると思いますが、これは議会でもってそれぞれ持ち帰りながら、了解という形をとって、この任意協でひとつ内定というか、そのあたりをしていきたいということでございます。

　その後、こういったこと、それ以外のことも論議しながら論議を深め、法定協に持ち込んでいきたいということでございますが、次の段階については、また別途、おおよそ皆様の念頭にあると思っていますが、そのあたりをその前にこれを掲げていきたいということでございます。

兼瀬清和村長　　　　

  なかなか私が、３人で話し合いましたもんですから、話しにくくていかんのですが、意見言わせていただいて。

　４番の新町の事務所の位置なんですが、これは本庁だけのことを書いてあるけれども、そのほかの矢部という今、浜町というのが出ていますが、それを例にとれば、清和と蘇陽は支所にするのか、分庁にするのか。そういうとこもあると思うんです。だから、本庁だけの話でいいのか、これも一緒に出てくると思っております。その辺も含めて一応了解をいただいときたいなと思いますし、地域審議会の取り扱いにつきましても、多分、議長のおっしゃいましたことは私はあれなんですが、推測だけの話なんですが、７番の新町建設計画についても、少しはそういう思いがあられたんじゃないかなて、ちょっと思ったんですが、如何如なものなんでしょうか。

甲斐会長 

 振興局長さん、顧問ですから。

興梠上益城地域振興局長

  今も清和村長が言われたあれは、先ほど梶原委員さんの方からおっしゃった地域審議会の話についてですけれども、今、清和村長は推進委員会は７番の新町建設計画にその地域の意見を反映させるための趣旨じゃないかなというような解釈されたんですけど、私は基本的にはそうじゃなくて、地域審議会というのは新しい町ができた後の運営していく中で、それぞれの今の地域の特殊性等々もありますので、その辺の意見が新しい大きな町になっても反映されるような審議会のことを、多分言われたんじゃないかなと、ここに書いてあるとも多分そういう話だと思うんです。私はそう思っております。

　新町建設計画は、当然、法定協議会になって具体的なやつを議論する中で、途中でそれぞれの町村、それぞれの村民、町民の意見も当然聞く機会も多分あるような形になりますので、それはその中に反映されて、地域審議会というのは新しい町がスタートした後のそれぞれのエリアの意見をいかにして集約して町政に反映させるかというような形の審議会の趣旨だと思います。

　そういうことで、ここに書いてあるんです。

甲斐会長

  それでいいですね。清和村長が話されたものについては、この任意協で協議していく項目になっていくということですから、そのあたりは次の機会には、そのあたりも御意見をいただきながら、今日の、論議して当然いく必要があると思っていますので、そういうことでよろしくお願いします。

芹口昭男委員（清和村）

 　会長、さっき清和村長の方から、今、議員が言われた支所の問題ですね。本所だけでなしに、支所、これは後藤町長もよく言われておりまして、私も申し上げておりますが、いずれにしても今の清和、蘇陽の役場は支所の形で残ると。それもある程度、総合的な機能を持たせた、もちろん総務とか本庁でないとできんやつは、できるだけ本庁でしますけれども、やはりその地域に密着した事業を行うものについては、提出しました何とかで残していく。例えば、定数関係の設置の条例もありますけれど、やるたびに矢部に本庁を置くということになりますと、矢部から蘇陽の端まで全部管内出張旅費を支払うて、役場職員が説明して行くのは、極めて非効率だと思うわけです。それも、やっぱし向こうの現場にそういう機能を持った組織を置いた方が私はいいと、そういうようなことで、この文言には出ておりませんけれども、さっき言われました２０何番ですか、１５番の事務機能及び組織の取り扱い、この中にはそういうふうな支所を置くか置かんか、あるいは支所の性格を、総合支所といいますか、そういうような格好でするか、本当の出先だけの支所程度に置くのかどうか、そういうふうなことにも踏み込んで論議する必要があると考えています。

　それから、地域審議会についても、これもやっぱり期間、学習の期間というか私は必要と思います。そうせんと、費用ばっかり出して、とんといかんたい。うちの清和にしろ、あるいは蘇陽にしましても、あるいは矢部にしても、矢部じゃないですけれども、例えば、中島、下矢部そっちの方から東の方にばかりうちの町は広うなったけん、ほんとに御船と合併せんだったけしもうた。そういうふうな批判が必ず出ると思います。

　そういうようなためにも地域審議会をつくって、私はそういうような感じがします。これもひとつ検討項目に加えていただきたいと、議長からも私も含めて申し上げます。

甲斐会長

御意見を賜っているところですが、１２番については協議項目ということで出ておりますし、事務所の位置、そのあたりについても、これはそのあたりは当然論議が、御意見が必要だと思います。

　基本的には主要項目ということで、先ほど申し上げましたように、１５番の話もありましたが、このあたりについては、これはどうですか、入れますか入れませんか。項目はある程度多い方が、出ていると、ここでそうすると次の段階では、ほぼ内定という形で内定というわけにはいきませんけれども、法定協に移ったときはそのあたりを数字として、よく蘇陽町長が言われるような、やっぱり一つの確たる考えを持っていかないといかんわけですので、そのあたりに持ち込めるのではないかと思いますので、入れて論議することは、私は一向構いません。

梶原徹委員（清和村）

  協議の中で出てきそうなやつは入れとくべきじゃないかと思いますが。

甲斐会長
それと、法定協でもこのメンバーが出るかどうかは最終的にはわかりませんけれども、入るとすれば、一応その中でも論議は十分できるということですので、法定協に移った場合も、何もかも決めてきましたというわけにもいかんもんですから、主要項目ということが一つの方法ではないかと思いますので。
平川竜委員（清和村）

  それと今、１４番おっしゃいましたね。これ今、見てみたら合併の場合は条例や規則に基づいてとあります。その条例や規則というのは、合併の場合にはすべて消滅するわけでしょう。新町村で新たに条例や規則は大抵つくり直さねばいかんでしょう。首長以下、議員特別職の方が失職するように。そうしたら、これは存続するものは何もあるでしょうけれども、結局、こういうのがすぐ合併してからできるかどうか。その先行して、やっぱり条例規則の再見直しというか、改正が必要になってくればどうなんですか、それは。趣旨は反対じゃないですけど、進める上で進捗状況に時間的なあれが…。

永松次長　　　　

  平川委員さんのことについて説明しますと、基本的に１５番の組織機構の中で、この協議会というか、法定協議会の中で支所方式にするとか、そういうことが決まりましたら、あとは事務方でそれについて例規の方に落としていくというような形で、それはもちろん合併前までにしなければできませんので、合併当日に職務執行者が先決してすべての条例をそういう基礎的な条例を発行させるという形になっています。

平川竜委員（清和村）

　既存のね。

永松次長　　　　　

  新設合併であれば、全部今までの条例はなくなりますので、例えば庁舎設置条例もなくなります。だから、それはちゃんとそれまでに例規の方を整理しまして、合併当日に発布させるという形になります。内容はもちろん協議会で決まった内容をするということです。

平川竜委員（清和村）

新町に不都合がなければいいことですよ。ただ、今、おっしゃったように、いろんな条例規則が全部案なのだから、それを頭に入れた上のことだから。

甲斐会長

  主要項目と申し上げましたけれども、当然それ以外は論議しないというわけじゃありませんので、一応、メーンはこういうことをできれば任意協で一応、ほぼ方向性を打ち出して、それ以外についても、当然次の機会にも御意見をいただくということで、主要項目については、繰り返しますが、１番、２番、４番、５番、６番、１２番、１５番、２６番、このあたりだったと思います。

　そういうことで、これについては任意協で議会の方にも地元の方にも持ち帰り、議会の方にも私の方も報告したいと思いますが、それぞれの町村長さんも報告されて、そして議長からもそのあたりを報告して、了解を取りつけて理解を取りつけていただきたいと思います。私の方は理解を取りつけていく努力をやっていきますので。

田上聖委員（矢部町） 

目標ぐらい作ってもらわないと。

甲斐会長 

１、２、４、５、６、１２、１５、１６、２６です。

　それで、先ほど言いましたように、次の機会にはこのあたりについて了解という形をして、それ以外も論議をいただくわけですが、そういった共同理解と思います。

　したがいまして、今言いましたことについて、これについては任意協でこういうことをお話を目途として論議します。一応、方向性を打ち出しますということは議会に持ち帰って報告し、当然に理解を求めていただくということになると思います。

　それから、任意協の日程については、次、できるだけ早い機会ということで。町村９月議会が終わってからということでございます。

　日程は９月議会が終わってからを目途にいたしておりますので、事務局の方からそれぞれの議会の都合、皆さんの都合、それから町村長の都合ということで照会をいたしますので、調整をいたします。できるだけ早めにセットをしてまいりたいと思っています。

　そのほかは。

飯星孝夫委員（矢部町） 

法定協をいつごろ立ち上げるというようなことは、目標にされんでもよかですか。

甲斐会長 

タイムリミットから言うと１１月の早々ということで言いましたので、こういったものを踏まえながら、それは念頭に置いていただいておきたいと思っております。そういうことでよろしゅうございますか。

後藤蘇陽町長　　　　 

協議会の中の１４条の中で集約して８項目、８項目の中でも５番とか１５番とかいうのは非常に時間がかかるでしょう。かかればかかるほど、法定協に移行するのが遅くなるんです。

甲斐会長

その一番最後は、さっきから言います１１月初めぐらいまで、だから回数を重ねることが必要だと思います。

後藤蘇陽町長　　　 

だから、いつごろしなければならんですか。８２２項目を４４項目に絞って、４４項目からまたこの中から８項目ぐらい絞りましたでしょう。その中でもこの５番、財産及び債務の取り扱いの５番と、１５番の事務機構及び組織の取り扱いという内容は、任意協で審議するのはかなり時間を要します。だから、その分だけ法定協が遅れる。

　そこはもう皆さんが一緒じゃないですか。延期してはならんと思います。
平川竜委員（清和村） 

 　最小限に方向性だけを絞ればいいじゃない。

（「とてもそれは」と呼ぶ者あり）

甲斐会長 

今、天草で離脱の方向にあるのが、相互間の不信いわゆる駆け込み建設が進んでいる。これも一つあったと思います。それと民間の合併がよくあるのが、隠れ債務あたりがあったりして、表面上は非常にこれは民間ですから、これは結局よくある手です。表面上はまあまあの経営状況なのに、いざというと合併目標を３月３１日、４月１日までというでしょうが。その間に合意に達したときに、それからばたばたする会社あたりがあります。これは私もまだ具体的な見本が、経験がないわけじゃないんですが、２０億の会社を吸収したときに、やっぱり人事の幹部の引き抜きに合うとか、そういう経験があったりして、幹部の人たちが手当あたりもかなり、ばあっと持っていったことがある。

　町村の合併は、これはそういうことはまずあり得ないと思っていますので、数字あたりも、ここらあたりで任意協で明らかにされていますので、天草の例が駆け込みということで、これは表面上で私たちは不信感があると、駆け込み工事が多かったとか何か話がありますが、３ヶ町村で詰めて、衛生施設組合あたりでも、顔を合わせてお互いの気持ちはわかっているつもりですし、議会もそうだと思っていますので、債務の方等については、やはり合併ありきですから、それをこの後どう処理するか、理解して処理するかの方法を考えんと、それをネガティブなというか、マイナスの方向に判断してしまうと、また同じように合併振り出しに戻っていくことになっていきますので…。

　それと財産も、昔は山を沢山持っている町と持っていない町ということで、だから多分、財産区だけを独立させたりして、合併に入っていたケースだと思います。だから、大方私たちも財務状況あたりはお互いに３ヶ町村分かっていますので、このあたりのデータあたりをお互いに出し合いながら、次の段階に合併をどうやっていくのかということだろうと思っております。

改めてそういうことで、主要項目はこういうことで今日は了解。法定協の中でこういったものを了解、そしてほぼ内定することまで了解。だから、議会等について私の方からもご理解をと思っていますが、議長さんの方からも報告をお願いし、それぞれの議会で報告していただきたいと思います。

　そのときにも報告ばかりでなく、ぜひそういうことで理解ということを求めていただきたい。そうしないと、また、もしかしてまたキャッチボールをしたのでは次の段階には進めませんので、それはぜひ理解を求めていただく、地元協議ということにしていきたいと思っております。

兼瀬清和村長　　　　 

ちょっと確認させていただきたい。これ持って帰って、また持って帰って、行ったり来たりしよったら大変だから、今のうちに話が出とったことをちょっと一つだけ。

　４番の新町の事務所の位置について、飯星さんの方から御提案がございました。本庁舎については矢部町に設置するように理解をいただきたいということで、これは矢部町ではこういうふうに大体意見的には、もう議会でそうしないといかんということをお決めですかね。

飯星孝夫委員（矢部町）

  一応、議会の方も執行部も、ぜひ新しい庁舎は矢部町にということで、一応、議員さんたちも了解をしている。

兼瀬清和村長　　　

  もしもそれが変わるようなことは、別なところに行くような話が出たらどうなるか。

飯星孝夫委員（矢部町）

  新しい庁舎が別なところに行くというようなことになれば、法定協議会に移れるか移れないか、またそれは協議をしないといけないのではないかと思っています。

兼瀬清和村長　

分かりました。一応、議会に持って帰って御報告をしたいと思いますので、議員さん方も聞いて頂いたがいいなと思いました。ちょっと確認をさせていただきました。

平川竜委員（清和村）

  もう一度その確認ですが、その建設財源は特例債でということですか。

飯星孝夫委員（矢部町）　　　　

  いいえ、財源的な措置については、当然、特例債ももちろん使うだろうし、これはもう町長がおいでですから、町長の方からお尋ねになった方がいいかと思いますが、当然、基金がございますし、それも充てられるのではないかというふうに思っております。

平川竜委員（清和村）

　その方はいや、最初にはっきりしとかんと、こんなんじゃなかったですから。それはもう本庁だから、地区外ならもうしようがなかたいと。
飯星孝夫委員（矢部町）　　　　　 

 いえ、そこまでは。

平川竜委員（清和村）

  その特例債を過疎債ですか、だからそれをストレートに借るなら。

田上聖委員（矢部町）

  過疎債と違うでしょう。特例債は特例債で。

平川竜委員（清和村）　　　

 特例債で償還は、交付税措置があるのではないですか。

田上聖委員（矢部町） 

 方法は過疎債に似た率から言ったってそうですが、特例債と過疎債とはおのずと違うと思いますよ。

平川竜委員（清和村）　　　　 

どっちでもいいですが、特例債は償還した金は交付税措置であるわけでしょう。

田上聖委員（矢部町）　　　　  

そうです。

平川竜委員（清和村）　　　

  特例債で金使いますね。それの金は償還ということはどうですか。特例債で９０億来るでしょう。それはただ来るだけ。もらいきりですか。

堀田事務局長　　　 

もらいきりです。借金ですから。

平川竜委員（清和村）　　　　 

借金でしょう。

堀田事務局長　　　　 

当然、普通の起債と一緒です。

平川竜委員（清和村）　　　

  それは交付税措置になるわけでしょう。７０％ですから、その痛みはその特例債を使えなくても、各町村にダイレクトな衝撃は少ないわけですね。結局、特例債は３ヶ町村に来るわけでしょう。

堀田事務局長　　　　 

いや、新しい町ですから。３ヶ町村で一緒になった町ですと、予想されるのは９０億ぐらいは使えるんではないかと。

平川竜委員（清和村）　　　

 そのあれで庁舎を作ると。

堀田事務局長　　　　 

いや、それは結局、新しい町になってからでないと、例えば矢部町が今着工しても、合併までに間に合わないと思いますので。

平川竜委員（清和村）　　　

だから、言い方が新しい町を作って新しい庁舎を作ろうじゃないかなと言えばいいのに、矢部町はこうして作る、本庁舎を。そして特例債の金を使わせてもらうというと、ちょっと旧町村、矢部町だけが特例債を使うと受け取られるから、そういうことは十分な配慮で言葉に気をつけておっしゃらんと、今のように新しい町ができて、新しい庁舎を作るとなれば。

堀田事務局長　　　　　 

５番目に、やはり財産及び債務取り扱いという、その財産の中には基金が入ってきます。それぞれ財政調整基金でありましたり、庁舎基金でありましたり、それから国民健康保険の基金だったり、いっぱいあるわけです。

　そういう基金を、じゃ、新町にどうやってもっていくのかというのは、この５番の中で当然論議が出てきますので、その辺での論議をされたらいかがでしょうか。

平川竜委員（清和村）　　　　 

ただ、おっしゃるように、さっきのおっしゃり方というのは、矢部町は庁舎を作らんときには、庁舎を作る金はこの合併したときの特例債で作るとなると、ちょっと変な意識を与えそうで、十分に気をつけて。

飯星孝夫委員（矢部町）　　　　

  財源的な措置まで議会で決めたということじゃございません。庁舎はぜひ新しい庁舎を矢部町に作りたいということだけで、財源的なことをどうする。もちろんそれは特例債も使われるであろうということで、まだ議会で決めたことじゃございませんので、その辺は申し添えておきます。

甲斐会長

  例えば、合併特例債は、これは先ほど話したように９５充当して７０返ってくるということですが、これをやっぱり新しい町の計画の中では、本当は合併したために必要だと。その合併のメリットを評価できるような事業を新町計画に立てて、それが特例債の対象になりますよということだろうと思います。

　だから、本庁であれば、それを一つは矢部町の場合にはそれを建てます。それから清和、蘇陽の場合には建てますという形に、それから現時点での債務状況あたりも多分このあたりは論議になっていくと思いますので、債務状況とその新町計画で、合併特例債をどのように配分していくかは、その論議は出てくると思っています。

　だから、はっきりした話ですが、一時期矢部の方でも蘇陽の借金が多いという話がありましたが、中身を見ると優良債、返ってくる部分がかなりあったということで、実を言うとそういうことでしたかという話が、だんだん収まってまいりました。

　だから、もうちょっとやっぱりそのあたりは、矢部・清和・蘇陽のそれぞれの借金が多いということは整理済みですから、そのあたり、それから、うちの方は比較的借金が少ない。なら、庁舎を建てると私も言っている。庁舎を町で、矢部で建てるとすぐに２０億円ぐらいの借金が出る。それを二分されたかどうかの差であって、増えるよという形でああそういうもんですかと。

　だから、借金については合併の前の障害とは私はあり得ない。やっぱり１２年たてば過疎債なんか全部終了になってしまうんです。だから、今の時点で優良債をどのように使うか。３ヶ町村を極端な話、結ぶ町道を整備する場合、これは当然に、例えばそういう事業であれば特例債の対象になっていく。だから、その事業をそれぞれに何を作るからくれ、何を作るからこの町を作るから、村は何を作るからということで、それも必要ですが、ある面では合併をしたメリットを生かすような事業を展開できたときに、それに特例債を充当するということでありますから、ある面では矢部町が本庁舎で特例債を使うとなると、ほかの町村としては、それは承服できないということであれば、できないというか配分あたりも当然考えていかなということであろうと思っています。

　そのあたりについては、やっぱり一方、借金がどうのこうのっていう話も多分出てくると思います。優良債あたりの工事が考えをしながら。それは次の段階に、当然そのあたりも論議を。

　だから、極端に言うと、今の御意見は矢部町には決まっとるから、何もかも９０億円を使ってしまえということには、それはそうはやっぱり皆さんも賛同できない部分だろうと思っていますので、それは議員さん達はやっぱり基本的には、先ほど言いましたように新しい町を建設するためにこういう事業をしていきたい。だから、例えばよく我々も経験するんですが、熊本広域圏の中で、広域圏の事業の中に防火水槽まで事業として上げるんです。こんなやつ、私は外せと。広域の事業ではないという話をしたりしますが、合併のために基本的にはメリットを追求できる事業をすると。それについては、特例債で面倒みますよという制度ですので、まずは新町計画に上げること自体が必要だと。

　住民の皆さんからもそういったことを、だからこれでやっぱり新しい合併のメリット、姿をまとめていくということになっていくと思います。

兼瀬清和村長　　　　 

今、特例債の使い方、配分の話まで出ているから、これはちょっと大変だなと考えないかんようになりましたが、それは特例債９０億をそれぞれ今の予算の大きさぐらいの比例按分でもしないと、これは、なかなかうまくいかんのじゃなかろうかと思いますが。

平川竜委員（清和村）　　　　 

借金ということをおっしゃったけど、まだ清和村はこれからいくと、交付税の振り込み額が一番低いですもんね。

兼瀬清和村長　　　　 

そうなんですよ。努力が足りません。

平川竜委員（清和村）　　　　 

一概に目先のあれで言いよるわけじゃない。ただ言葉使いを、気をつけておっしゃると、変に誤解を受けるということだけ申し上げておきます。

甲斐会長 

今日の会議では、基本的には任意協をより続けて、このスタイルで続けて論議を深めたい。これは皆さん、全員の皆さんの御意見だと思います。そして昨年、３ヶ町村合併ありきという事が３町村長とも気持ちは変わりませんから、中の３ヶ町村意見が違うじゃないかと言うことですが、３ヶ町村合併については町村長とも同じ気持ちだと思います。その中でやっていくと、やっぱり、それぞれの町村長でありますから色んな町を考えて行きたいということで、ご意見があったということでございますので、それについては、興梠局長には大きい腹で賜ったところですので大きい町になった時には了解、討論賛成、各論反対、各論についても論議を深めていきたいというご意見だったと思いますので、そういうところで確認事項がありましたら承っておきたいと思いますがよろしゅうございますか。

　それではこの会議を終わりたいと思いますので、最後に蘇陽町長にお願いしたいと思います。
後藤蘇陽町長　　　　 

矢部・清和・蘇陽合併推進協議会第５回の会議に１０時から御案内申し上げましたが、午前中に本協議会が終了することができませんでした。やっと３町村の少しずつの思いと申しますか、合併に対するやはり大きなハードルの入り口の声が聞こえたような気がいたしたわけでありますけれども、それなりに町村長として、あるいは町を預かる者として、二重の声を私どもが出しましたし、議員各位に御迷惑をおかけいたましたが、やはり今日まで地域づくりには、その地域なりのそれぞれの思いがあるわけでございますので、新たに新しい２００５年の３月、新しい町に進む中で、やはり私どもの緑川上流地域の阿蘇外輪の地域が一体となるわけでございますし、この合併に対する経過の報告の中でも、特に５番や１５番でございますか、このことの論議をしますと、またかなりの時間を要するわけでございますけれども、それぞれ町村におきましてこのことの内容も深めて、そしてまた何かしら財政支援策がたまっているようでございますけれども、財政支援策をいただく前に、本来、法律で決まっておりますから、その財政支援策の１０年間は立法で決まっておりますけど、過疎債を従来どおりいただいた方が、どれだけ中山間地の町がいいかわからない。それだけで町づくりができると、私は自負いたしております。

　財政支援策も同じようにいただくと、恐らく２通りはないと思っております。交付税が４２兆と言われておりますし、減税が下がってきているということになりますと、過疎と充当率の７０未投入で地域づくりを与えるということは到底考えられませんし、過疎の枠が減ってくるということで、より以上厳しくなるのじゃないかなと思っております。

　そういう意味では、財政という柱がある中での合併ありきで進んでいるというのは疑いがないものでございますので、よく私どもは９月の定例議会でそれぞれの立場で検討しながら、そしてまた先ほどから御案内があっておりますが、庁舎建設には今日まで支援はございません。過疎とか何とかございませんでした。だから、複合的に考えた支援を受けてまいったわけでございますので、やはり私どもは責務の中で、よく担当課あるいは地域に帰りましたら、私ども役場の行政の職員と法にのっとり、新たな場所の位置は矢部町に決定しましたならば、それぞれ新しい町の設置による庁舎ということで、清和村においてはどのような形で置くかというのを、先ほど出ましたように論議をきちんとした上で住民に情報を提供していかなきゃならない。曖昧なことの情報が、一番間違いのもとであろうというふうに思っております。

　ですから、ほかの分野あるいはほかの地域が、この合併が法定協の中で壊れるということを新聞やテレビで見ますと、住民の皆さん方も、「それなら、無理してせんでもいいのではなかろうか」という戸惑いも出てまいりますので、しっかりした情報を伝えるということが大事ではなかろうかというふうに思っております。

　まずは、先ほど議員の中から出ましたように、次の世代に安心して私ども山間地が預かれるような土台づくりの大事な２１世紀の初頭の合併でございますし、そういうことを考えますと、もちろん十分対立するような論議をしながら、柱は一つにして努力をしてまいりますならばというふうに考えているところでございます。

　本日は、長時間、第５回の任意協議会の会議を行いましたが、今定例会終了後、６回目の任意協の協議会が計画されておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げまして閉会させていただきます。ありがとうございました。（拍手）

　第４回の協議会を閉会します。ありがとうございました。

（午後２時１７分閉会）
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